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第２１日目（３月２２日） 

○議   長（松原良道君）  散開前に引き続き本会議を再開いたします。 

ただいまの出席議員数は３０名であります。これから本日の会議を開きます。 

なお、関会計課長、入院のため欠席。林市民課長、通院治療のため欠席、星野市民課参事

代理出席。桑原水道課長、葬儀のため欠席、長田水道課分室長代理出席。以上の届けが出て

おりますのでこれを許します。 

（午前９時３０分） 

○議   長  本日の日程は配付のとおりといたします。 

○議   長  日程第１、第１４号議案 平成１７年度塩沢町一般会計決算認定について

から、日程第８、第２１号議案 平成１７年度塩沢町水道事業会計決算認定についてまで、

以上８件を一括議題といたします。 

本件について塩沢町決算審査特別委員長・峠佳一君の審査報告を求めます。 

○峠塩沢町決算審査特別委員長  おはようございます。それでは塩沢町決算審査特別委員

会の報告をいたします。平成１８年３月２日に付託された事件を審査した結果、次のとおり

決定をいたしました。 

 第１４号議案 平成１７年度塩沢町一般会計決算認定についてから、１５号議案、１６号

議案、１７号議案、１８号議案、１９号議案、２０号議案、そして第２１号議案 平成１７

年度塩沢町水道事業会計決算認定についてまで、すべて認定といたしました。 

 めくりまして、審査の概要について報告をいたします。審査における意見等について補足

をいたしますが、第１４号議案 平成１７年度塩沢町一般会計決算認定について。大原運動

公園テニスコートについては基本的には社会体育施設であるが、空いている時の観光従事者

への開放等、空きをできるだけ少なくするなど、有効利用を努めること。これに対してはテ

ニスコートの利用は増えているものと考える。国体を契機に積極的に利用促進を図りたい。

マニュアルを作って、周知の徹底を図るよう検討するということでございました。 

 保育料の滞納者への対応について、督促を早くすべき。ほとんどが口座振替を行っている

ので、口座振替の不能通知を発送し、その後は督促という方法で行っている。現場と一緒に

対応しているということでございました。 

 新潟県中越大震災による農地災害復旧について、早期対応を望む。これにつきましては、

市では単独費で対応。復興基金によるもので塩沢町では遅れていたが、今年雪消え後に対応

するということでございます。 

 山村振興事業について、１９年度以降についても取り組みを望む。これに対しましては、

塩沢では１８年度で基本的には終了です。地域審議会等で話があれば検討するということで

ございました。 

 第二上田小学校油漏れ事故について、終息したということであるが、付近だけではなく下

流の人にも説明願いたい。これに対しましては、近隣住民への説明会を行いたいということ

でございます。 
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 巡回バスについて、定期路線バスとの路線のダブリ等、使い勝手が悪く苦情も多かった。

実際の利用者の上に立った路線等の計画を望む。これにつきましては、利用者からの負担等

も考えていきたい。今後のあり方を検討する、ということでございました。 

 質疑を終わり討論。反対討論１名、賛成討論１名ありました。採決の結果、賛成多数で認

定をされました。 

 第１５号議案 平成１７年度塩沢町国民健康保険特別会計決算認定についてから、第１６

号議案、第１７号議案、第１８号議案、第１９号議案、それから第２０号議案までは、全会

一致で認定したところでございます。 

 （８）の第２１号議案 平成１７年度塩沢町水道事業会計決算認定について説明をいたし

ます。 

石綿石綿管のアスベストに対する認識について、水道の場合健康に問題はないということ

であるが安全性の周知を図られたい。これに対しましては広報等で安全についてＰＲしたい

ということでございます。 

非常用水源について、緊急時のため毎年試験的に運転が必要と思うが、住民の苦情の多い

時期に法律上の認可に触れない範囲で運転をしていただきたい。これにつきましては、あく

までも緊急用であり認可の変更はできないということでございました。採決の結果、全会一

致で認定をいたしました。以上で報告を終わります。 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  第１４号議案に対する討論を行います。 

○笛木信治君  第１４号議案 平成１７年度塩沢町一般会計決算の認定について反対の討

論をいたします。本決算案は、９月末までの塩沢町の収支について審査をしたものでありま

すが、私は当初予算、旧塩沢町の議会において、３月議会においてこの予算に反対をしてお

ります。予算の内容について、部分、部分あれこれ言いませんが、いわゆる高野町政と当時

合併をめぐる問題について意見を異にしておりまして、予算についても反対をしてきたもの

であります。合併問題について我々は合併するもしないも住民の意思で、ということを前提

にいたしまして住民投票の請求もしたところでございますが、高野町政はこれを認めてこな

かったということがありました。 

その後の、私どもは合併すれば諸負担が増えて、人口２万の塩沢町の将来、必ずしもいい

方向には向かないということを指摘してまいりました。これは現在、私どものその指摘が正

しかったかどうかということは、それぞれの皆さんがそれぞれの立場でお考えになればわか

ることでありますが。今後歴史的な展開のなかで、それは立証されていくものだというふう

に考えております。 
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この決算の中にはもちろん合併に関する支出予算もあります。そうした意味もこめてこの

決算については当初予算にも反対してまいりましたので、認定にも反対するというものであ

ります。以上。 

○議   長  次に賛成の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１４号議案に対する討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。この採決は起立によって行います。 

第１４号議案 平成１７年度塩沢町一般会計決算認定について、本案に対する委員長報告

は認定とするものです。報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数。よって、第１４号議案は委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

○議   長  第１５号議案に対する討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１５号議に対する討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

第１５号議案 平成１７年度塩沢町国民健康保険特別会計決算認定について、本案に対す

る委員長報告は認定とするものです。報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１５号議案は委員長報告のとおり認定することに決定し

ました。 

○議   長  第１６号議案に対する討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１６号議案に対する討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

第１６号議案 平成１７年度塩沢町老人保健特別会計決算認定について、本案に対する委

員長報告は認定とするものです。報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１６号議案は委員長報告のとおり認定することに決定し

ました。 

○議   長  第１７号議案に対する討論を行います。 
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（｢なし｣の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１７号議案に対する討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

第１７号議案 平成１７年度塩沢町介護保険特別会計決算認定について、本案に対する委

員長報告は認定とするものです。報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１７号議案は委員長報告のとおり認定することに決定し

ました。 

○議   長  第１８号議案に対する討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

第１８号議案 平成１７年度塩沢町公共下水道事業特別会計決算認定について、本案に対

する委員長報告は認定とするものです。報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１８号議案は委員長報告のとおり認定することに決定し

ました。 

○議   長  第１９号議案に対する討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１９号議案に対する討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

第１９号議案 平成１７年度塩沢町農業集落排水事業特別会計決算認定について、本案に

対する委員長報告は認定とするものです。報告のとおり認定することにご異議ございません

か。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第１９号議案は委員長報告のとおり認定することに決定し

ました。 

○議   長  第２０号議案に対する討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 
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（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第２０号議案に対する討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

第２０号議案 平成１７年度塩沢町簡易水道特別会計決算認定について、本案に対する委

員長報告は認定とするものです。報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第２０号議案は委員長報告のとおり認定することに決定し

ました。 

○議   長  第２１号議案に対する討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第２１号議案に対する討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

第２１号議案 平成１７年度塩沢町水道事業会計決算認定について、本案に対する委員長

報告は認定とするものです。報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第２１号議案は委員長報告のとおり認定することに決定い

たします。 

○議   長  日程第９、平成１８年請願第１号 地方切り捨てをせず、住民の安全と安

心を守る公的機関の役割を重視し、住民のサービスの向上を求める請願。日程第１０、第２

２号議案 日の出コミュニティセンターの指定管理者の指定についてから、日程第４７、第

６０号議案 中之島農村広場の指定管理者の指定についてまで、以上３９件を一括議題とい

たします。 

本件について総務文教委員長・種村充夫君の審査報告を求めます。 

○種村総務文教委員長  おはようございます。３月２日に総務文教委員会に付託ました案

件について審査結果の報告を申し上げます。最初に請願第１号 地方切り捨てをせず、住民

の安全と安心を守る公的機関の役割を重視し、住民のサービス向上を求める請願。この件に

つきましては不採択とすべきものと決定をいたしました。 

 はぐっていただきまして、第２２号議案 日の出コミュニティセンターの指定管理者の指

定についてから、第３５号議案 荒金生活改善センターの指定管理者の指定についてまでを

一括審査いたしまして、別紙のとおり特に意見もなく、全会一致で原案を可決いたしました。 

 それから、第３６号議案 五日町シャンツェの指定管理者の指定についてから、第６０号

議案 中之島農村広場の指定管理者の指定についてまで、第５４号議案を除きますが、一括

審査をした結果、別紙の（２）のような意見がありましたが、全会一致で原案を可決いたし

ました。内容といたしましては、３年後の契約時に特に問題のないように、住民のサービス
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を低下させない形で運営してほしいというような意見が主でございます。以上であります。 

○議   長  ３９件を一括して、委員長の審査報告に対する質疑を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます.よって、質疑を終わります。 

○議   長  平成１８年 請願第１号に対する討論を行います。 

○岩野 松君  私はいちばん最初の、地方切り捨てをせず、住民の安全と安心を守る公的

機関の役割を重視し、住民のサービスの向上を求める請願に対して、皆さんの賛同を得たい

立場で提案いたします。 

これは国の小さな政府という目的のもとに小泉内閣が公的な仕事を民間化へ移行するとい

う立場のなかで、そこに働いている本来住民にサービスを一番提供しなければならない公務

員労働者が不安なかたちで仕事を強いられる。そういうことが増えてくる。そういう目的で、

ぜひそれをなくす形で、特に中越大震災や水害や今回の豪雪などに果たしている住民に対す

るサービス、そういうことをより向上させることや、そしていろいろな本来公的な仕事であ

る業務を民間に簡単に委ねる。その大きな目的が市場化テストということにつながるのです

けれども、そういう規制緩和などの法制化を行わない。安心して仕事ができる。そういうこ

とを求めた請願であります。ぜひ大勢の皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。 

○議   長  他に討論はございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。この採決は起立によって行います。 

平成１８年 請願第１号 地方切り捨てをせず、住民の安全と安心を守る公的機関の役割

を重視し、住民のサービス向上を求める請願、本件についての委員長報告は不採択でありま

す。本請願は原案についてお諮りいたします。本請願を採択とすることに賛成の諸君の起立

を求めます。 

（賛成者起立） 

起立少数。よって、平成１８年 請願第１号は委員長報告のとおり不採択とすることに決

定しました。 

○議   長  次に第２２号議案から第６０号議案まで、一括して討論を行います。なお、

一部の議案についてのみ討論を行う場合も発言を許します。 

（｢なし｣の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 
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異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  一括して採決いたします。 

第２２号議案 日の出コミュニティセンターの指定管理者の指定についてから、第６０号

議案 南魚沼市中之島農村広場の指定管理者の指定についてまで、以上３８件についての委

員長報告は原案のとおり可決するべきものであります。報告のとおり決定することにご異議

ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、第２２号議案から第６０号議案までは原案のとおり可決さ

れました。 

○議   長  日程第４８、平成１８年請願第２号 「品目横断的経営安定対策」にかか

わる請願、日程第４９、平成１８年請願第３号 関税引き下げとミニマム・アクセス米の拡

大を許さず、食料自給率向上と地域農業の振興を求める請願、日程第５０、第６１号議案 南

魚沼市長崎グラウンド管理棟の指定管理者の指定についてから、日程第６０、第７１号議案 

六日町駅前中央駐車場の指定管理者の指定についてまで、以上１３件を一括議題といたしま

す。本件について産業建設委員長・阿部久夫君の審査報告を求めます。 

○阿部産業建設委員長  おはようございます。先ずもって日本が昨日の野球の試合で奇跡

的な勝利をみつめてそして世界一になったということは、大変私たちに感動を与え、また大

変昨日私も嬉しかったと。全国の皆さんがそういうふうに思っているのではないかなと思っ

ています。大変に余計なことを言ってしまいましたが、産業委員会の報告をさせていきます。 

 請願第２号 「品目横断的経営安定対策」にかかわる請願でございますが、これに対して

賛成者はありません。採決の結果、採択するものと決しました。・・・・（｢今、不採択と言っ

た｣の声あり）不採択。不採択とすべきと決定いたしました。今、不採択と言わなかったでし

ょうか。 

続きまして請願第３号 関税引き下げとミニマム・アクセス米の拡大を許さず、食料自給

率向上と地域農業の振興を求める請願でございますが、賛成少数でございまして、結果は不

採択と決しいたしました。不採択です。賛成少数で不採択でございます。 

 続きまして第６１号議案 南魚沼市長崎グラウンド管理棟の指定管理者の指定についてか

ら、７１号議案 六日町駅前中央駐車場の指定管理者の指定についての審議でございました

が、３月１３日、課長も説明いただきまして、全員賛成で原案は可決いたしました。審査の

内容でございますが、６２号議案につきましては、建設の経過から考えると組合生活センタ

ーからも委託料を出してもらってもいいのではないかという質疑がありました。 

６６号議案におきましては、棟方志功アートステーションの指定管理者の指定についてで

ございましたが、雪祭りのとき４時くらいに閉館していたが、そのような時こそ遅くまで開

館し誘客の努力をするように、そういう質疑がありました。全体としてのあれでございます

が、全体として公募が１点もされなかったと。指定管理者制度は既に決まっていたのだから、

周知する対応の遅さがあったと。今後は、民間が応募する準備をきちんとできるように、情



 - 8 - 

報を早く開示するべきだという意見がありました。以上で、産業建設委員会の委員長報告を

終わりにさせていただきます。 

○議   長  １３件を一括して、委員長の審査報告に対する質疑を行います。 

○笠原喜一郎君  請願第３号についてお聞きいたしますけれども、私はまさかこれが不採

択になるとは思っていなかったわけですけれども。どのような議論があってこういう結果に

なったか、詳しくお願いをいたします。 

○阿部産業建設委員長  議論のなかでは確かにこの今の輸入拡大の問題がありまして、そ

こでもいろいろ、その輸入、WTO ですか、そのなかでも考えておくべきであるわけだが、や

はりその請願者の提出によってもいろいろ意見があって。請願者の提出によって、請願者の

提出がやはり提出者によるわけでございますので、そこによって、その提出者の立場から、

やっぱりここは反対していくべきだという、そういう意見も多くありました。 

中にはこれを絶対採択していくべきだという意見もあったのですが、採決の結果は、やは

り提出者の立場から見て、やはり我々は賛成するべきではないという意見が多かったという

ことでもって、不採択となりました。 

○笠原喜一郎君  ちょっと、よくわからないわけですけれども、請願者の提出者が云々と

いう話ですけれども、提出者が悪いということですか。内容でなくて、提出者が気にくわな

いということで、否決をしたということですか。 

（「内容はともかく提出者が、やはり」の声あり） 

○議   長  発言を求めてから。 

○阿部産業建設委員長  今の笠原議員の質問でございますが、これはあくまでも提出者が

はっきり言って共産党の笛木信治さんだと。そういったことを考えますとやはりここは採択

できないという意見が多かったということでございます。 

○笠原喜一郎君  賛成少数ということでしたけれども、委員が１０人いるわけですが、何

対何であったかということをお聞きします。 

○阿部産業建設委員長  賛成は４人、反対は５人です。 

○腰越 晃君  先ほどの総務文教委員会の報告でも、この報告書を読んでも感じたことで

ございます。私、総務文教委員会なのであえて質問はしませんでしたけれども、産業建設委

員会ということで質問をさせていただきます。 

審査における意見等ということで記載されております。これについては意見、あるいは要

望、あるいは質問等の形で書かれておりますけれども、委員会ではこうした各委員からの意

見、質問に対して、執行部からの答弁があったわけでございますが、これは何で委員会報告

に載っていないのか。はなはだ疑問に思いますので。 

産業委員会、３項目、意見等があったということで、これが主なものであったのであろう

という推定のもとにお伺いいたしますが、これらについてどういう答弁が執行部からあった

のか。委員長としては、やはりそこで書いていないのであれば、これは全委員会そうですけ

れども、きちんと内容、答えをそこで報告をすべきであると思うのですが。委員長、どうい
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う議論があったのか、執行部はどういう答弁があったのか、お答えを願いたい。 

○阿部産業建設委員長  ここのところには書いていなかったと大変申し訳ないと思ってい

ますが、議事録には記載されております。ここに書いていなくてそのまま読んでしまったわ

けでございますが、大変申し訳ないとは思っております。 

○腰越 晃君  じゃあ委員会の議事録を後で確認をしておいてください、というそういう

ことですか。（「はい、後で」の声あり）はい。じゃあそういう答弁でございますので、その

ようでここでいろいろ言って話をしていてもしょうがないのですが。今後については、全委

員会そうですけれども、こういう要望なり、質問なりがあったということであれば、きちん

とその答えについても書いておくべきだと思いますが。産業建設委員長は今後どのようにさ

れますか。 

○阿部産業建設委員長  これからはきちんと書いて、またきちんと発表するようにいたし

ます。 

○笛木信治君  委員長にひとつお聞きします。「この団体が」ということですが、この団体

は農民運動新潟県連合会。これは伝統のある農民運動の団体でありまして、新潟県、日本、

全国組織でありまして、農民組合とちょうど同じような活動をしています。今、特に農家の

生活を守る運動とともに、産直運動などを特に力を入れてやっていますし、それから外国の

農産物の、どういう農薬が入っているかという分析センター。これは全国からカンパを集め

まして、数千万円かけて大きな分析センターをつくりました。そこで外国の農産物を、政府

がやらないものを、農産物の農薬の混入の分析をして発表しております。 

２～３年前ですか、東京のスーパーで売られている中国のほうれん草に日本の基準を２０

０倍も超える農薬が入っていたということで、大問題になりました。そうした活動もやって

いる団体であります。まさに日本の農業と日本の消費者の暮らしを守っている団体でありま

して。この団体が気に入るとかいらないとかという、それぞれお考えはありましょうが、そ

ういうことを今、委員長が言われたようですが、そういう団体ですのでひとつそこを認識し

てもらって、ひとことご意見をほしいと思います。 

紹介議員は私、笛木信治、確かに私は共産党員でありますが、共産党員。確かに共産党員

だからだめだという、論証抜きのそういう何か考え方も巷間あることは知っております。し

かし、そういう古くさい反共主義といいますか、そういうものは近頃大分克服されてきてお

りまして、私は共産党員だからといって、こそこそとするようなこともなく暮らさせてもら

っていますが。いまだにやっぱりそういうなんていいますかカビの生えたような反共主義を

持っておられる方があるとすれば、私はそこは議員たるやっぱり方々は、そこを認識してや

ってもらいたいと思います。その辺のお考えについてもお聞きいたします。 

この内容の論議ですが、不採択ということでありますが、それは不採択は不採択で仕方が

ないと思いますが。本当に皆さんは例えば、これは品目横断的経営安定対策は、いわゆる価

格保証を政府が投げ捨てたものですね。それを今度一部の認定農家と農業法人には保証する

が、あとは見ませんよという、農家の大本でのふるいわけをする案なのです。大変な議案な
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んです。私、そういう点では本当にまじめな議論を皆さんがしたのかどうか、そういう気も

します。 

不採択ということですので、私はこの内容について、ここであれこれ言いませんが。団体

がどうの共産党がどうのというのは、やぱっりこの議案と全く関係ないことでありまして、

そういうのは議論として相応しくないと思いますが、そこら辺をひとつ。 

○阿部産業建設委員長  あくまでも、意見が出たのを私は今、発表しました。それ以外の

ことは申し上げるわけにはいきません。ただ、私は意見をまとめたことを発表しているだけ

であって、そのことを理解していただきたいと思っております。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  平成１８年請願第２号に対する討論を行います。 

○笛木信治君  「品目横断的経営安定対策」にかかわる請願について、不採択ということ

でありますが、これを賛成、採択すべきという立場からの討論をするものであります。本請

願はご承知のように、今ＷＴＯ、先のＷＴＯで議論されて大問題になりました関税引き下げ

の問題と大きな係わりがあります。この関税を引き下げて農産物の価格を国際価格に手なら

ししていこうというのが大きなねらいでありまして、そのためには今、日本の農業、家族農

業でありますが、ここを解体していって一部認定農家と大規模農家、そこへ農業政策を集中

しながら、価格を引き下げていくという方向でありますから、これは認定農家、大規模農家

にとってもいい政策ではありません。 

私は今この関税が４９０パーセント、かかっているわけでありますが、こうした事の顕示

をしながら日本の農業を守り、日本の国民の食料の安全を守るということが大事であるとい

うことからすれば、この農業市である南魚沼市の議会がこれを採択して国に意見書をあげる

べきであると考えております。以上をもって賛成討論とするものであります。 

○議   長  他に討論ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長    採決いたします。この採決は起立によって行います。 

 平成１８年請願第２号 「品目横断的経営安定対策」にかかわる請願、本件についての委

員長報告は不採択であります。本請願は原案についてお諮りいたします。本請願を採択とす

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立少数。よって、平成１８年請願第２号は委員長報告のとおり不採択とすることに決定

しました。 
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○議   長  平成１８年 請願第３号に対する討論を行います。 

○笠原喜一郎君  私は請願第３号 関税引き下げとミニマム・アクセス米の拡大を許さず、

食料自給率向上と地域農業の振興を求める請願について、賛成の立場で討論に参加をいたし

ます。 

私は先ほどの委員長の報告の中でも、質疑のなかで確認をさせていただきましたけれども、

まさかこれが、不採択になるとは思ってもいませんでした。しかも、その理由が提出者だと。

紹介議員だと。私はあきれてものが言えません。 

私は議員である前に、一人の農業者としてこの関税率を引き下げる、あるいはミニマム・

アクセス米をこれ以上拡大をしないというその思いは、どの農業者も持っている考えであり

ますよ。それをきちんと議論もせず､不採択にするという、その姿勢は、私は産業建設委員会

の委員の人たちの見識を疑います。 

 議会は、議論をする場所なんですよ。議論をして違いがあり、そして決定をするのであれ

ば、私はそれはいい。しかし議論もせずに結果を出す。それは議会の自殺行為であります。

私たちは昨年の１０月２３日に選挙によって選ばれて、そして６万３,０００人の市民の付託

を受けてこの場に立っているわけであります。議論をすべきであります。議論の違いは認め

合うべきであります。 

この今、ＷＴＯ交渉がまさに本当に正念場であります。２０日には、農協の全中の宮田会

長はじめ、農業者が政府を後押ししなければならないということで出発をしております。そ

れはなぜかと。関税率がこれ以上下がり、ミニマム・アクセス米がこれ以上拡大されれば、

先ほどの請願にあった品目横断的な経営もまさに無に帰するわけであります。そのことを一

人一人が十分に理解をして、この請願の採決に当たっていただきたいと。私は一議員である

とともに一農業者として、ぜひ請願を採択していただきたいと、そう思っております。よろ

しくお願いいたします。 

○議   長  他に討論ございませんか。 

○笛木信治君  賛成討論ですがいいですか。 

○議   長  はい。 

○笛木信治君  関税引き下げとミニマム・アクセス米の拡大を許さず、食料自給率向上と

地域農業の振興を求める請願について、採択していただきたく賛成の討論をするものであり

ます。 

今ほど笠原議員の指摘にもありましたように、今まさにこの日本農業を守る国際的なＷＴ

Ｏの舞台で、この関税の引き下げが焦点になっております。４９０パーセントの関税と同時

にミニマム・アクセス米の拡大も要求されております。 

今、日本の国の米の倉庫には我々が食べることのできる国産米の保有は３９万トンしかあ

りません。しかし外米は１７０万トン超えています。この倉庫料が莫大もない食管会計の赤

字となっております。要りもしない米を１７０万トンも保管しながら、その倉庫料であっぷ

あっぷして、で農家には減反を押し付けるというような政策がとられているわけであります。 
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私はこうした政策を正すためにも、この関税を守りながらミニマム・アクセス米を減らさ

せるという方向での農業政策が展開されなければ、日本の農業はまさに崩壊してしまうと思

うわけであります。多くは申し上げませんが、以上の理由をもってこの請願に皆さんの大き

な賛成をいただきたいと思うわけであります。以上。 

○議   長  他にございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決をいたします。この採決は起立によって行います。 

 平成１８年請願第３号 関税引き下げとミニマム・アクセス米の拡大を許さず、食料自給

率向上と地域農業の振興を求める請願、本件についての委員長報告は不採択であります。本

請願は原案についてお諮りいたします。本請願を採択とすることに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

起立多数。よって、平成１８年請願第３号は採択とすることに決定しました。 

○議   長  次に第６１号議案から７１号議案まで一括して討論を行います。なお一部

の議案についてのみ討論を行う場合も発言を許します。 

（｢なし｣の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  一括して採決いたします。 

 第６１号議案 南魚沼市長崎グラウンド管理棟の指定管理者の指定についてから、第７１

号議案 六日町駅前中央駐車場の指定管理者の指定についてまで、以上１１件についての委

員長報告は原案のとおり可決すべきものであります。報告のとおり決定することにご異議ご

ざいませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第６１号議案から第７１号議案までは原案のとおり可決さ

れました。 

○議   長  日程第６１、平成１８年請願第４号 患者、国民の医療費負担増の中止を

求める請願、日程第６２、第７２号議案 南魚沼市立中之島診療所の指定管理者の指定につ

いてから、日程第６８、第７８号議案 めぐみ野保育園の指定管理者の指定についてまで、

以上８件を一括議題といたします。本件について、社会厚生委員長・和田英夫君の審査報告

を求めます。 

○和田社会厚生委員長  ３月２日に付託された事件を審査した結果を次のとおり決定しま
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したので報告をいたします。 

 請願第４号 患者、国民の医療費負担増の中止を求める請願でありますが、このことにつ

いてはじゃあ一体財源をどこに求めるかということの議論があり、その辺の認識の違いとい

うことですが、結果として不採択とすべきものであります。 

 次に第７２号議案から第７８号議案でありますが、このことについても例えば指定期間に

ついて、あるいは公団の土地の所有者の関係ということでの質疑はありましたけれども、特

にどうという意見というのは私もちょっと記憶していないわけであります。審査の概要につ

いては別紙のとおり、３月１３日に担当課長等の出席を求めて内容については説明、聴取、

審査を行い、審査における意見については特になかったわけでありますけれども、賛成多数

で原案可決されました。 

なお先ほど１２番・腰越議員からも、もう少し詳しく、質疑の内容とかを報告してはどう

かということで、全くそのとおりでありますので。次回からはなるべく親切ていねいに報告

をしたいと思いますので、今回はひとつご容赦をお願いいたしたい。以上であります。 

○議   長  ８件を一括して委員長の審査報告に対する質疑を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって・・・（「はい。質疑の方で」の声あり） 

○岩野 松君  今の報告書を見て審査における意見等というところに賛成多数、多数で原

案可決されたということなのですが、どういう、賛成多数の中身をちょっとお聞かせくださ

い。 

○和田社会厚生委員長  先ほど報告しましたように、いわゆる指定管理者の期間の問題と

か、あるいは保育園関係で若干そういう意見があったことは事実でありますけれども、なに

せちょっと時間が経っておりますので、詳しい答弁はまた後でひとつ、岩野議員に報告させ

ていただきます。お願いします。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  平成１８年請願第４号に対する討論を行います。 

○笛木信治君  請願４号は、患者、国民の医療費負担増の中止を求める請願でありますが、

委員会では不採択でありますが、不採択に反対という立場からの討論をいたします。 

 本請願はご承知のように今の医療制度の改正について疑義を申し立てているものでありま

す。わけてもお年よりの皆さんが新たに医療保険料を取られるということであります。これ

は年金から天引きするという内容になっておりますし、７０才以上の皆さんが現役と同じ３

割を引かれるというような、お年寄りに多く負担を求めている内容であります。わけても問

題は混合医療を今後拡大しようとしていく方向であります。 
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 これは医療によっては保健にかかる部分とかからない部分があるわけでありますが、これ

を拡大していくということであります。そうしますと例えば入院で治療を受けているなかで、

この部分には保険がかかるけれどもこの部分にはかからないということが出てくるわけで、

これが大変な患者負担になってくるということであります。 

 しかもその内容を絞り込んでくると。例えば軽い風邪気味というようなものについて医療

保険からはずすということも今議論されておりますが、こうしたことがやはり日本の国民簡

易保険制度、世界に誇る国民簡易保険制度そのものを破壊しかねないということであると思

います。 

今、日本全国の医師会がこの問題で大きく異議を申し立てております。既に２０を超える

県の医師会の会長さんが反対を表明しているということでありますが、私はそうしたことか

ら考えてもこの医療制度の改正については本議会として反対の意見書を挙げるべきではない

かというふうに考えて、委員会の決定に反対する立場での討論をいたしました。以上です。 

○議   長  他に討論ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。この採決は起立によって行います。 

 平成１８年請願第４号 患者、国民の医療費負担増の中止を求める請願、本件についての

委員長報告は不採択であります。本請願は原案についてお諮りいたします。本請願を採択と

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立少数。よって、平成１８年請願第４号は委員長報告のとおり不採択とすることに決定

しました。 

○議   長  次に第７２号議案から第７８号議案まで一括して討論を行います。なお、

一部の議案についてのみ討論を行う場合も発言を許します。 

○岩野 松君  私は７８号議案のめぐみ野保育園の指定管理者の指定について意見を述べ

させていただきます。今現在もここは・・・（「意見ではありませんよ。討論です。」の声あり）

はい、すいません。討論に立たせていただきます。今現在も、指定管理というか民間委託に

なっておりますので、そのことでの疑義ではありませんけれども、本来保育園が、保育所が

指定管理制度には私は馴染まないと思っております。 

 特に子供を預かる人たちの、公募制の中で、保育がされるということでは本当にいろんな

問題が生じる可能性があります。今神戸市では６０人ほどの赤ちゃんを、認可された方が指

定管理を受けて突然管理者が辞めるという事態が起きて、そこに預けている保護者から非常

に問題が起きているということをこの間私はニュースで知りました。そういう問題が生じる

可能性がある危惧も感じられます。 
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そういう意味ではぜひ､保育園､保育所に関しての指定管理制度に対しては私は馴染まない

という意味で討論に参加します。ただこれはもう現在民間に委託されています。これが３年

間の期間をもって、また公募されるという可能性もある。そのことについても異論を感じま

すので、そういう立場で討論に参加いたしました。 

○議   長  他に討論ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○議   長  ただ今、反対討論のあった第７８号議案について採決いたします。 

 第７８号議案 めぐみ野保育園の指定管理者の指定について、本案は原案のとおり決定す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数。よって、第７８号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  次に第７８号議案を除く第７２号議案から第７７号議案までの６件につい

て採決いたします。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員。よって、第７２号議案から第７７号議案まで原案のとおり可決されました。 

○議   長  暫時休憩といたします。休憩後の再開は１０時５０分といたします。 

（午前１０時３６分） 

○議   長  休憩を閉じて本会議を再開いたします。 

（午前１０時５０分） 

○議   長  日程第６９、第１３１号議案 南魚沼市国民保護対策本部及び緊急対処事

態対策本部条例の制定について。日程第７０、第１３２号議案 南魚沼市国民保護協議会条

例の制定について、以上２件を一括議題といたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

○総務課長  （提案理由の説明を行う。） 

○議   長  質疑を行います。 

○牛木芳雄君  今、説明のあったように国民保護計画によってこれを県や市町村が条例化

をしようとこういうふうになっているわけであります。いくつかのことが想定をされている

わけです。この国民保護指針というものを政府が発表したわけで、１つは上陸あるいは着陸

をして攻撃を侵攻受けた場合。２つ目にはゲリラや特殊部隊これによる攻撃。あるいは３つ

目には弾道ミサイルの攻撃。そして４つ目には航空機による攻撃と。この４つのことを想定

してこの国民保護法が計画をされているわけでありますが。 

私は憲法の精神もありますし近隣諸国からときちんと友好的な関係を構築していく、これ

が重要だと思っていますけれども、やはりこういうことを想定をしながら、この条例を作っ

ていくんだとこういうことでありますかお聞きをしたい。総務課長でも、市長でも。市長か

らお願いをしたいと思います。 
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○市   長  日本の国が第二次大戦後そういう事態を受けたということはないわけであ

りますが、現在の国際的なテロやそういう側面を見ておりますと１００パーセントないとは

言えないわけであります。もう１つは北朝鮮が日本を射程内に捉えたミサイルも開発してい

るということでありますし、現実的に一度上空を飛んだことがあるわけであります。そうい

うことを考えますとないに限ったことだと思っておりますけれども、０.１パーセントでもそ

の可能性があるということになりますと、国民をそういう有事の際に保護しなければならん

という法律そのものは、制定しておくべきだというふうに考えております。 

○牛木芳雄君  小泉首相は備えあれば憂いなしということでそういう準備をしておく、こ

ういうことだと思います。私はそうならないようなやはり外交努力をすべきであるというふ

うな立場でありますが、できれば――今市長は０.１パーセントでもそういう可能性があれば

という発言があったわけでありますが、そういうことのないように願っている。今、まさに

憲法改正の論議が高まっていまして、そういう方向に着々と進んでいる状態だというふうに

私は思っております。私は立場としてはそういう方向に向かうのは危惧をしているわけであ

りますが、そういうことのないように願いながら再質を終わります。 

○市   長  この問題と憲法改正を、私は、からめるべきでないと。今の憲法下であっ

てもですね。この国民をとにかく守る保護するということは必要でありますし、確かに備え

あれば憂いなしということもそうだと思いますが。そういうことが本当にないように願うこ

とは牛木さんと同じでありますけども、いざというときにこの法律や条令がなくて尊い命が

失われたとか、助けるべきところが助けられなかったとかなんていうことになりますと、こ

れはやはり政治の貧困といいますかそういうことになってしまうわけでありますので。憲法

改正とか武力行使とかということとは特別に結び付けては然私は、考えておりません。 

○笛木信治君  １点お聞きをします。国民保護対策ということでしますが、これは、政府

で決めた国民保護法、武力攻撃事態法これに基づいてそれぞれ自治体の役割ということで降

りてきているんだと思いますが。国会で国民保護法、武力広域事態法では議論があったわけ

です。この中身について皆さんご承知のところですが、一番議論のあったところはやはり、

今、日本の自衛隊が、アメリカは戦争を展開しているとそこに行って給油ぐらいしかできな

いと。後ろで片付けぐらいしかできないということがあるわけです。これをアメリカと一緒

に戦争ができるような状況を作りたいと。 

そのためには憲法はあるわけですけど。今、市長は憲法問題はこれとは関係ないというお

話でありましたが、この条例の関する限りはこの政府の上位法に基づいてやっていますから、

そうだと思いますが。これはしかしそのなかでの各自治体の役割というものが決められてお

ります。この武力攻撃事態法に基づいて自治体は何をしなければならないかということがあ

るわけです。 

今ほど市長は１００パーセントないとは思うけども０.１パーセントでも可能性があれば

というようなお話がありましたが、いったいわが南魚沼市がこの武力攻撃というような事態

というのは、その０.１パーセントの可能性についてですがありうるのかどうかということで
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すよね。新潟県が仮に攻撃されるとすれば一番の目標は都市、新潟の都市であり、あるいは

柏崎の原発なんかだと思うんです。この南魚沼がそういった戦争自体に巻き込まれるという

ようなことはあり得ないと私は思うんです。 

柏崎あたりでは、本当に原発については２４時間態勢で警戒されております。あれは核弾

頭でもないかぎり普通の爆弾の、ミサイルの弾頭ぐらいではなんともなんだそうでねあれは。

それだけの強化はしているんだそうですが。そういうところではそれぞれまたいろいろ議論

もあると思うんですけれども、この南魚沼市において、いったい外国からどういう武力攻撃

を受けるというふうに想定されておられるのか。そこらへんをひとつ。 

○市   長  今、先ほど申し上げましたように考えられることとすればテロ。南魚沼市

に入ってこないなんていう確約はないわけでありまして、これだけ優秀な議会の皆さん方を

抹殺すれば、南魚沼市は我々のものになると思えばそれはやってくるわけですし。そういう

人的には非常に優秀な人材を揃えている南魚沼市でありますから、そういう部分に目を付け

られるかもわからんということであります。都市機能がここに集中しておってというそうい

うことではありません。 

ただ、１００パーセントないということはいえないと言えないということでありまして、

テロやそれからミサイルなんかも、どこにどう飛んでくるかわからないわけでありますから、

新潟を狙ったのがここに落ちるかもわからんですし、それはわかりません。そういう不測の

事態を、という意味でありまして具体的にこうだああだということは、私は、これが起きう

るだろうという部分についての想定は特にございません。 

○笛木信治君  もう１点。市長も南魚沼市の住民が戦争みたいにさらされる事態は極めて

低いだろうというお話がありました。しかし、この武力攻撃事態法のなかには自治体の役割

というのは明記されているんです。事態が起これば、たとえばここで言いますと新幹線や高

速道路というような幹線があるわけで、これを地方自治体の権限において軍事的な方向での

優先、あるいは兵隊の駐屯の為に学校を空けるとか、どこどこの施設を空けるとかというよ

うなこともできるわけです。 

私はそうした点では国民保護法とは、名前は国民保護法なんだけども実際にはそうした戦

争事態に、逆にその自治体が協力させられていくという内容の方が濃いんではないかという

気もするんですが、このそういう点についてどうでしょうか。住民の保護という点と、自治

体の役割としてのその武力事態に備える役割、病院や役場の職員そうしたものが戦争事態に

当然そこへ協力させられていくわけですけども、そういう事態から考えれば私は住民の保護

というよりもむしろ戦争に協力させられていくという方の色合いが強いかのような感じがす

るんですが。その点について市長の考えを。 

○市   長  全く考え方の基が、基本が私と笛木さんが一致していないわけであるます。

よって立つところが違うということでしょうか。たとえばテロがあって武力攻撃を受けて、

そのときに一般市民だからただ逃げてなさい。自衛隊が来るまで何もしませんとか、警察官

が来るまでは何もできませんとか、あるいは軍隊が来るまでは何もできません。ということ
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ではなくて、そういう皆さん方からの援護が来るまでの間でもやはり首長や議員の皆さん方

は市民を守るという義務はあるわけでありますから。別に鉄砲がある、竹槍や弓ぐらいはあ

るかもかわかりませんけど銃器をもっているわけではありませんのでそれに立ち向かうなん

てことはできませんが、どうして、１人でも多くの市民の皆さん方の生命財産を守るかと、

そこだと思っております。 

ですから、戦争するためのとか、市民を戦争に巻き込むための法律だとか条令だなんてこ

とは全く、微塵も私は考えておりませんで、今まだそういうことをおっしゃる人がいるのか

という化石のような人だな、と思って驚いて聞いているわけですけれども。戦争をするため

のと、そんなことをこから発想がでてくるのか、私にはわかりませんけども。そういう考え

方が基にありませんのであまり笛木議員に対していい答弁ではありませんけれども、要は市

民の生命財産をとにかく守ると。そこにつきるわけでありますので戦争をしようとか戦争を

していいなんていう考え方は全く持っておりません。 

○岩野 松君  これは保護計画というふうに書いてありますから、今、市長がおっしゃる

ように市民を守るためのものだというふうに私も考えております。しかし、そのあえてわざ

わざこれを出さなければならなかった背景と、それから戦争が起こった場合なんて化石のよ

うな考えだと言われていますけれどもと、今、市長はここではどういう事態が起こるかとい

うときテロと言いました。テロもたとえば暴走した一市民が人を殺害すれば何かをテロとは

言いません。やっぱりテロには背景があって起こるべきものだというふうに私は思っており

ます。 

そういう意味ではこの自然豊な南魚沼市にそういうことが起こりうるというときには、も

う世の中もずいぶん変わるというか、日本の国がそういう状況になるということじゃないの

かなと私には想定されます。そういう意味でこれはここにも書いてありますように、「武力攻

撃事態などの」というのをどう守るかということで、やはりある意味では戦争を想定したな

かでのときにどうするかということじゃないかと私は懸念いたします。 

そうでなければ、今までの防災計画なりで、そして今までやっぱり自治体は私たち市民を

守ってくれていると私は思っております。わざわざこういう法律を作ってまでしなければな

らないというところの意図がちょっとわかりにくいというふうに思っております。 

さっき言いましたようにテロでも、もし戦争の場合、やはりではそういうときに何が優先

されるのかということがやっぱり国会では結構論議になっております。けれどもここには、

南魚沼市には自衛隊は駐屯していませんし、そういうものはないんであります。けれども、

たとえばそのときは今の公務員、それから病院などで働く人たちがどういう形で行動として

出るのか。本当にまず市民を守るためなのか。 

私は一市民が暴走するような殺人行為やそういうのはテロとは言わないんですけれども、

全体化したときに何が優先されるのかということもちょっと、まだ、ただこの法案を作るが

だというだけで計画等が見えてこないんですけれども、そこらへん避難や救援に対しての住

民へのあれというのが第一義とされるというふうになるんでしょうけれども、実際にはどう
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なるのかということもちょっとお聞かせください。 

○市   長  私が化石のようだと申し上げたのは、そういうことではなくて、今、国が

国民を戦争に巻き込むための一里塚だなんていう考え方が化石に等しいという話をしたわけ

であります。戦争がいつ起こるかわからないなんてこれは、世界中どこでもありますよ。全

然化石じゃありません。 

それで、今、議員おっしゃったようにしからばどういうことをしなければならんかという

ことを、協議してもらいための１３２号の議案であります。ここのこれによって協議会をき

ちんと設けて先ほど説明にもありましたけれども、専門分野の皆さん方からも、そういうこ

とがあった場合にどう対応すればいいかということを、この協議の中できちんと定めていた

だいてこの対策本部の方に答申といいますか、そうしていただいて。対策本部の方はそれに

基づいてそういう有事の際に行動をするということであります。 

ですから内容がどうだこうだなんていうことは、まだここでつまびらかにはなりませんけ

れども、ありとあらゆる場合を想定して市民の生命を守るにはどうすればいいか。これを協

議していただく機関を設置しようというのが１３２号だというふうにご理解いただければい

いと思います。 

 それから、テロ。これは世界各地で起こっているわけですから、ここで絶対ないなんてこ

とだけは言えないわけであります。それと日本国が戦争に荷担しようとか、戦争を起こそう

とかという意図が見え隠れするなんてことは、私は全然そういうことは思いもしませんし。

さっき言ったように考え方の違いでありますからいろいろは申し上げませんけれど。 

そうそう懐疑的にならないで、我々はこの市民の生命財産をいざというときどう守るかと

いう、そこ一点に集中しているわけであります。他のいろいろの複雑な部分については全く

私の念頭にはございません。 

○岩野 松君  先ほども言いましたように、よって立つところは違うのかも知れませんけ

れども、私は今までの法律でも市民の財産やそういうのを守ってもらっているというふうに

認識しております。あえてこういう保護法を作らなければならないというところが、もし戦

争があったらとか、絶対ないわけではないと言われますが、ではもし戦争があるということ

は日本の国の場合はどういうことを想定されるのか。 

私はむしろ反対に小泉内閣が非常に親米化であり、アメリカは戦争をしたがっております。

ある意味では、悪い言い方をすると。そのときに、一緒になって日本が自衛隊やそれからそ

ういうことを荷担したい。そうなったときには日本に攻められる可能性もないばっかりでも

ない、テロ行為も起こらないばっかりではない。そのときの保護条例なんだというふうに疑

いたくなります。そこらへんの見解ももう１回お聞かせください。 

○市   長  条例が出ておりますね。よく見ていただきたいんですけども、何を想定す

るという、「武力攻撃等」ということです。ですから提案理由のときに課長が申し上げました

ように、いわゆるテロですね、それからミサイルとかいわゆる航空機によるとか、そういう

ことを想定をしなければならないということ。そういう今、世界情勢だということです。日
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本が全く他の国に、自分の方から手を出すわけではないですね。手をだすわけではありませ

んで、そういうことも起きうる。０.１パーセントだかもわかりませんけれども起きうる今の

世界でありますから、そういうときのために国民の保護をどうすればいいかという、それを

定めた法律でありますから。 

全く戦争をしたがっているとか、そういうこととは全然関係ありません。すぐ隣の国で、

ご承知のように、全く国際的な法律や人道的なことに関してもそれを無視したようなことが

行われているわけですから、何をするかわからないということであります。何かされたとき

にいやそれは全然想定いなかった何ていって、あっからかんとしていられないわけですね、

為政者は。議員も含めてですよ、政治家は。 

ですから、最悪の場合を想定することはあたりまえだと思っておりましけれども。別に戦

争をしたがっているとかそういうことは、やっぱりよって立つところが違うというふうにご

理解をいただきたいと思います。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって質疑を終わります。 

 第１３１号議案に対する討論を行います。 

○笛木信治君  第１３１号議案 南魚沼市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条

例の制定について反対の討論をいたします。 

 この条例は目的にありますように、武力攻撃に備えるということが目的であります。この

武力攻撃という事態が、今、想定されるのかどうかという議論が今ありました。市長は０.１

パーセントの可能性があるとすれば、というようなお話をされておりましたが、私は直ちに、

もちろんどういう確率で戦争事態がこの南魚沼市に及ぶかというようなことはわかりません

が、少なくとも当面の脅威とされる北朝鮮が戦争する能力のないというはもう常識でありま

す。 

したがって私は日本事態が戦争を引き起こすというようなことはないわけでありまして、

アメリカとの関わりのなかでそういう戦争がある可能性というのが一番大きいわけでありま

す。 

そうしたなかでこの武力攻撃に対応するという対策本部を地方でつくるというこの条例で

ありますが、これは、言ってみればそうした戦争の臨戦態勢に国民を動員するというひとつ

の目的があります。これは考え方といいますか思想的な目的があるわけであります。私はそ

うしたことは今やるべきでないというふうに考えております。 

 また、戦争時代の中で政府や軍隊がはたして国民をどれだけ守ってきたか。これは、世界

の歴史を紐解いてみればわかることでありますが、この先の対戦においても沖縄で――唯一

日本では、沖縄で陸上戦のあったところです。そこでは、軍隊の方から沖縄の住民に対して

アメリカ軍に捕獲される前に自決しろとか、飛び込めということすらあったわけです。私は

戦争の末期において、政府や軍が国民や住民を守ったなどということはなかなかできないこ
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とだと思うんです。この法律はそうした事態に及んだときに自治体でもって対策本部を作ら

せて、道路やさまざまな施設、人的なそういう要する人的な確保、そういうことを自治体に

やらせると、そういう務的が濃いと思うわけであります。住民の危機災害を救うとすれば、

今の防災計画それで十分だというふうに考えておりますので、本条例に反対するものであり

ます。以上。 

○阿部俊夫君  本議案に賛成の立場で討論させていただきます。 

 先ほどからいろいろ議論を聞いていたわけですけれども、戦争が全くないということはや

はり考えられません。日本は戦争なんかやっては絶対にならない。わずか２０万人からの自

衛隊の皆さん方、一週間戦争すればあとは戦争なんかできる力はないと思います。 

しかしながら、やはり先ほど柏崎だとか新潟だとかという話が出てきましたが、そんなと

ころが攻撃されて我々の地域も全く関係がないなんて、そんな発想はとてもじゃないけれど

私らは持つわけにはいきません。冷戦時代にはそれこそ国民の皆さんはわからないけれども、

１年間に１,２００機もの国籍不明機がいつも領空侵犯をしている。それにスクランブル発信

をしていたわけです。 

そんな状況でまたテポドンなんてのが頭の上を通り越して三陸沖に落ちたなんてこともあ

ります。それからテロ。これは今だって拉致をされた、これはテロだと思います。主権国家

の、日本の国の国民がいつのまにか何十人も北朝鮮に連れて行かれてこんな結果になった。

それで一歩も進展をしない。こいったこともやはり国民が外国に拉致をされるということ事

態もやはり大変なことだと私は思います。 

先ほど市長からお話がありましたけれども我々の南魚沼市民をどうやって守るか、戦争な

んか絶対しちゃいけないと、こんなこと誰でもわかっておりますけれども、相手のあること

ですから明らかに拉致だとかテポドンが飛んでくる。最近の軍備費を見てみ極端に北朝鮮あ

るいは中国というものは拡大をしておるわけですから。戦争なんか絶対やっちゃなりません

けれども市民をいかにして守るか、そういったことに対応していくということは必要であろ

うと、そんなことで本議案に対しては賛成をいたします。皆さん方の同意をお願いしたいと

思います。 

○議   長  ほかに討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 第１３１号議案 南魚沼市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定につい

て、本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数。よって、第１３１号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  第１３２号議案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 
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 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決をいたします。 

 第１３２号議案 南魚沼市国民保護協議会条例の制定については原案のとおり決定するこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」｢異議あり｣の声あり） 

○議   長  反対の声がありますので起立による採決を行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数。よって、１３２号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第７１、第１３３号議案 南魚沼市児童センター条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○子育て支援課長  （提案理由の説明を行う。） 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議   長   質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（｢なし｣の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 第１３３号議案 南魚沼市児童センター条例の一部改正については原案のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１３３号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第７２、第１３４号議案 南魚沼市結婚・出産祝条例の一部改正につ

いてを議題といたします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○子育て支援課長  （提案理由の説明を行う。） 

○議   長  質疑を行います。 

○牧野 晶君  趣旨として大変いい条例だなと。変えることに対しては全然問題はないと
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私は思うんです。文言を良くしたとかわかりやすくしたとか、いい考えだと思うんです。け

ども、記念アルバムやら１子、２子に対して記念アルバムやら記念樹引換券等をやるよりも、

地震のときに振興券を配ったわけですよね、２,０００円の。はっきり記念樹買えというのじ

ゃなくて、そういうふうなもので考えてもいいのかなという点がまず１点。使途を決めるん

じゃなくて。そっちの方がいいんじゃないのかなという点。 

あと、第３子、第４子、もうちょっと頑張っていただきたいなという思いがあるんですが、

そういう点についてどのような。片方結婚の方は廃止するわけですから、もう片方の方はも

うちょっと頑張って欲しいなという思いがあるんです。どのようなお考えなのかいただきた

い。 

○市   長  前段の方については、後で課長がらお答えをいただきますが、後段の第３

子、第４子以降の、もう少し金額を上げろということだと思いますけども。これは効果がご

くさだかではありません。それがあるから第３子を第４子を、という方というのは非常に今

のところは見えない部分であります。 

そのへんの効果を見極めながら、すごい効果があるという部分が出てきますれば、それは

考えていかなければならない問題だと思いますけども。一時金的に――それは１,０００万円

もやれば別ですけれども、１０万円単位のお金を支給しても、それがためにお子さんをもう

１人生もうということにはなかなかなっていかないんだろうと。やはり生んでいただいたあ

との、援助やそういう部分をきちんとやっていく方がいいのではないかな、というまだ気が

しております。 

この金額を今増やすという。できればこれらも廃止をして支援策の方に投入した方がいい

のかなという気持ちもあります。そこはまだ削除するとかということいではありませんけど

も。ですので、今のところこれを増やそうということも考えていませんし、効果をもう少し

確信、私どもは確認をしたいという意味もありますのでしばらくの間はこの方向でお願いし

たいと思っております。 

○子育て支援課長  牧野議員の１点目の、振興券の活用はどうかということでございます。

条例上は記念樹あるいはアルバム、それからチャイルドシートの購入助成金として３つあり

まして、１つは現金を支給するという部分、あとは現物支給という内容でございます。 

したがいましてどの部分を振興券に替えるかということで、現金が選択すればその部分で

は渡れるわけですので、その部分で活用していただければ足りるのかなという気はしていま

すが、振興券を追加してもなんだ差しつかえないわけでございますので、そのへんは今後検

討しながら対応していきたいというふうに考えております。以上です。 

○牧野 晶君  答弁的には非常にわかりやすい答弁であれだなという思いはあるんですけ

ど。私、非常にこれから矛盾することを言うんですが、笑っていただいてもけっこうですけ

ど。私としても本当は第１子、第２子はもうしなくてもいいんじゃないのかな。その分、３

子、４子を頑張って欲しいなという思いがあるんですよね。 

と言いつつも、どうせやるんであれば地域の、地域で育てるという点で記念樹引換券や記
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念アルバムを配るということじゃなくて、皆さんの税金の中から、皆さんの子供に対する応

援策として５,０００円ずつの振興券をお渡ししているんですよ、的な雰囲気もまた作ってい

くとまた違うのかなという点。２つの矛盾しているお願いをしているんですが、どうなのか

なという点で、答弁としてはそちらの方から今度してくるのはたいへんかもしれませんけれ

ど。考えていただければなという思いがありますのでよろしくお願いします。答弁はいいで

す。これは。 

○中沢俊一君  結婚の祝いの気持ちを表すことを廃止するということ。私はこのへんに疑

問を感じております。日本ではご承知のとおり婚外子というのは２パーセントに満ちており

ません。西欧各国のように半分が婚外子だというようなそういう制度といいますかね、社会

の仕組みが整っているところであれば少子化対策にどれほどの影響があると私は思いません。 

けれどやっぱり日本の場合は結婚してこそ子供が認知されるということですから。私は一

般質問にもありましたけども、この祝金何がしということも含めて、結婚に対する市の取り

組みというのは私はこれは捨てがたいものだと思っております。どの程度の財政の効果があ

るのか私は知りませんが、財政上だけのもし考えで条例をこういうふうに改めるとすれば私

は大変残念だと思っています。 

 また、今、牧野議員の方から３子、４子以降の助成金、これの引き上げに対しての市長か

ら答弁がありました。矢祭町の昨日も例も出ていましたけれども、第３子１００万円、第４

子が１５０万円ということを掲げましたら、第３子の出生が去年より５割上がったと。今年

はまたさらにそれを上回るような見通しがあると。 

私も子育てを経験してわかりますけれども、まさか結婚して子供が生まれる当時から大学

あたりの学資までみているわけではありません。やっぱりそのときどさっと何十万円単位、

あるいは１００万円単位でくるようなそういう一時金というのは、私は本当に若い夫婦にと

ってみれば大きな行政の支援を感じる部分だと思っています。その２点についてちょっとま

た考えを聞かせてください。 

○市   長  結婚を祝う気持ちは全く変わっておりませんし、たとえばこれを継続した

から財政的にとても立ち行かないという状況ではないんです。ただ、結婚祝という部分につ

いて、結婚をしていただくための支援策というのは市独自ではやっていません。けれども、

南魚のなかでは今の基金を活用しながらやっていくという、そういう方向に力を入れていく

方が、より一層効果が出るんではないかと。結婚をしたから行政がお祝いをするという部分

というのも、私は若干疑問はありました。ただ、それは記念的でありますから、それはそれ

で結構なんでしょうけども。これは利用率がどのくらいだったか・・・（「６０パーセントぐ

らい」の声あり）６割ぐらいだそうです、いわゆる引換券持っていくのは。 

ですから、そういう分も含めて結婚を祝わないなんていう気持ちじゃありませんけれども、

そこまでの行政が介入しなくてもそれはそれで結婚をしていただく方に一生懸命力を入れて

いこうと。そういう思いでありました。財政的なことが全然ないなんて言えば嘘であります

けれども、そうして効果があるかどうかという部分を検証した結果が、そうこの部分につい
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ては効果がないんではないかという思いであります。 

 あと、後段の方でありますが、確かに１００万円、２００万円という単位になれば、それ

は効果が一時的にせよあると思います。ただ、そういうところをやっている部分というのは、

非常に小さい単位の町村ですね、確か。私の知る限りでは。１０万、２０万のとか１００万

都市でこういうことというのは、ほとんど私は聞いたことがありません。やっていたら別個

ですが。これはちょっと私どものところで、この３子、４子以降の皆さん方の数を見ますと、

とてもとても１００万円単位で支出をできる状況ではございません。その後どのようになる

かもわかりません。今の状況を見てきまして。 

ですから、そういう部分でなくて、子供さん全体に及ぼすようなそういう支援策が一番い

いだろうということで、今年はいろいろああいう部分をやったわけでありますけれど。３子

だから４子だからという、これは多く生んでいただいてありがとうございますという意味も

含めればそういうこともあるかもしれませんけども、あまり「４番目の子供だからお前１０

０万円もらったんだぞ」なんて話は、私はあまり関心をしないというのが持論でありまして、

そういう部分であります。 

確かにそれは大きなお金をそこで渡せばそれだけの効果は出ると思いますね。ただ、１０

年、２０年経ったあとに「さあさあ、そくねた。あのとき１００万円目当てで生んでみたど

もこれはおごとのことだ。」なんてことになるかもわかりません。それはわかりませんので、

そういうことを思っていただかないための支援をやっていく方がよりベターだろうと、そう

思うわけであります。 

○中沢俊一君  結婚をするカップルが減ってきたものだから出生率が下がっている、これ

はご承知のとおりだとだとおもいます。現に９０パーセントのカップルが３年以内には第１

子を設けているわけですから。やっぱりここを私はどうしても結婚が減っているなかで選び

あったカップルですから、町としては、たとえばチャイルドシートあたりは本当に助かると

思うんですよ、実際に。それで６０パーセントの利用率ということは、まだ、ＰＲがちょっ

と足りないのかなという気もしておりました。 

また、後段の方ですけども、そうですよね。でも市長、やっぱり巷に聞かれる声を拾って

みれば、「ここで確かに 3人目になるどもこの３０万円、４０万円あれば本当にいいがだがな

あ」というあたりはあちこちやっぱりあります。そして、さっきの結婚と組み合わせて、婚

外子を認めるということも汲みまして、欧州では出生率の確保を図って、それにまたある程

度成功しているわけですから。それに、矢祭町なんて本当に厳しい、合併を選ばなかった町

で、こういうところにはそういう予算配分をしているわけですから、このへんも少しは頭に

入れておいて欲しいと思いながら今、質疑をさせていただきました。 

○子育て支援課長  今回、結婚祝条例の廃止の関係でチャイルドシートについては引き続

き交付するわけです。結婚をした人たちの記念樹とアルバムだけは、今回、子育て支援の総

合政策の方に展開をしていくということで廃止をさせていただく内容でございます。チャイ

ルドシートの交付は引き続き行います。なお、購入券の補助は行います。以上です。 
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○笠原喜一郎君  結婚の祝いがなくなったということですけども、私はやはり市として、

市の側からということでなくて結婚をした側からみれば、やはり市の方からお祝いをしても

らったと、それは金品のことじゃないんです。私は前にも、六日町時代であったかもわかり

ませんけども、結婚届を出しに来たときに、もし時間が許すのであれば町長室に行って、町

長がいたときにはぜひお話をしませんか、というようなことで祝っていただきたいという話

をしていたわけです。 

今、どういうふうになっているかわかりませんけども、やはり新しい二人で人生をスター

トしようというときに、たまたま来たら、それでも市長室へ寄って市長と一緒にお茶飲んだ

とか、あるいは市長が留守だったから助役さんと一緒にお茶飲んで、頑張ってくれという話

を伺ったということは、私は新しいスタートをする人にとってみれば自分の宝になると思う

んですが。お金を出す、出さないは私はもう結構ですけれども、そういう応援をするという

ことは、何か私は考えていただきたいな、というふうに思いますけれども市長お願いします。 

○市   長  そういうことは、別に何の支障もありませんし、今、その結婚祝の部分を

総合政策の方に転換するというなかで、喜んでいただけるかどうかは別にしておいでいただ

いた皆さんにそこで市からの、手紙的なものを差し上げたり、そういうことは考えておりま

した。それが市長室においでいただくなんてことになれば、それはありがたいことですから

私は居る限り会いますし、助役であっても収入役であってもですね。それはそれでそういう

周知をして、居ないときはご勘弁願いたいわけですけども、そういうことは何としてでもや

って祝意は表したい思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○阿部久夫君  先ほどの笠原議員と同じような意見であります。私も一般質問で結婚相談

員の質問をいたしました。そうしたなかで結婚のお祝いを止めると。しかし、今これからど

んどん何としてでも 1 人でも多くの方がカップルで一緒になって、そうして子供を作ってい

ただきたいと。私は、これは基本だと思っています。もちろん第 1 子から第４子の支援する

のは本当にありがたいことだし、いいことだと思っています。 

その前にまずカップルを誕生させるということが基本であって、この結婚祝を削ると、祝

を削除する。どうも私これを読んだとき何でだろうというふうに私は感じています。やはり

こういった結婚を率先して喜んでいくんだという気持ちを、市長から示していただいて、で

きるだけ南魚沼市は結婚のことについては力いっぱい頑張っているんだということをしてい

ただきたいと。 

確かに子育て支援はやっていただいています。しかし、ここにきて結婚祝をやめるなんて、

ちょっと話がずれているような感じがしますが、再度、私は市長の気持ちをお聞きしたいと

思っています。 

○市   長  ですから、結婚を祝う気持ちを止めるなんてこと言っているわけではあり

ませんで、条例上はこの結婚は抜けますからこの祝いというのは抜けますけども。今ほど笠

原議員からあったそういう部分もありますし、子育て支援の総合政策の中にこの部分は移っ

ていくということですし結婚を祝うことも当然ですが、もっと結婚していただくための方策
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もまた充実させていきたいとそういう思いです。 

ですから、いわゆるこういう一度やっていた部分がなくなると、すぐ切り捨てだとか止め

るとかという。気持ちなんて十分ありますから。そういう気持ちはきちんと表していきます

ということです。それにお金をかけるか、かけないかというその部分だけでありまして、今

言ったようにまたかけてもあまり効果的な部分がない。 

確かに、家の娘が結婚したときには記念樹持ってきて植えましたけれども、植えてほとん

どかまわないから今年の雪で全部だめになりましたし、アルバムというのはほとんど今ない

そうであります。これはやはり時代の変遷であります。ですから、そういうことを一応廃し

てまた違った意味で、市からの気持ちは込めてやらせていただこうということですのでよろ

しくひとつお願いいたします。 

○阿部久夫君  私達は市長の話を聞いていればそれはわかります。しかし、一般の市民の

方はおそらく結婚祝を削除したというような話を聞けば、「何だ」というふうに私は感じると

思います。一緒になってこうして話をすれば、もっともだということはわかるんですが。私

はこの文書の中からやはり結婚及び祝いを削除するということは、できたら削除しないでそ

のまま結婚祝を市としても、大変喜ぶんだというようなことの文書をしていただきたいと思

いますが、もう一度お願いいたします。 

○市   長  条例上からは結婚という部分が消えますが、今、阿部さんのおっしゃった

ような市としてのお祝いの気持ちを表している部分は、ちゃんと係のところで何か工夫して

そういうこともやりますから。条例が削れた、これがどういうふうに周知をされるかは別で

ありますけれども、議員の皆さん方にご質問のあった際はそういうことで、アルバムと記念

樹は結婚祝として止めたと。だけど市の方で気持ちとしてのなんらかの形を表すこともちゃ

んとやるから、というふうにお伝えいただきたいわけです。マスコミ等にそういうことにな

ればそれは私も説明しますし、市民の皆さんにもおいでいただいた際にそういう不満が出な

いようにきちんと説明をしながら、やっていこうというふうに思っておりますのでご理解を

いただきたいと思います。 

○遠山 力君  それでは 3条の 3項についてお伺いします。出産前の１カ年住所を南魚沼

市に置かなければだめだよというのは、ちょっと私はかわいそうじゃないかと思うのです。

といいますのは、どういう気持ちでこういう項があるかわかりませんですけども、９カ月、

８カ月ぐらい前に南魚沼市に引っ越してきた人が産んだ子供は何でももらえなくて、５,００

０円相当のがだと。その部分だけでも良くなったのだという説明をいただいたんですけれど、

ご本人にしてみれば隣に――最近はいないと思いますけれども――こういう２０万円なりを

もらっている方はどんどんいるなかにおいて、「おれはちっと遅く来たばっかりに５,０００

円になった。」ということで５,０００円をもらったこと自体を喜ぶよりも、かえってそうい

う差別でもないんですけど、規定にひっかかったことを悔やむようなおそれがあるわけであ

りまして、どういう趣旨でこれがあるのか。 

こんなのはなくして、それから２条の方にこれからも南魚沼市に住むようにという縛りが
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ありますけれども、それでも事情があればいつ出ていくかわからないわけであります。だか

らといって２０万円を返せというわけにはいかないわけですので、そういうのであれば出産

前の住居の縛りというのは、ちょっと疑問があると思うんですがそこらへんについて説明を

お願します。 

○市   長  これはご承知のように生まれる直前にここへ入ってきて１０万円、あるい

は２０万円という部分を受領してと、そういうことを防ぐためであります。その前のこの５,

０００円相当の部分についてはちゃんと支給します。ただ、そういうことを目当てに直前に

南魚沼市においでいただいて、そして子供を３人目なり、４人目を生んで、またすぐ帰られ

るというそういうことを防ぐためであります。 

ですから、そういうふうに理解してください。これをたしかやらないと、住所なんていつ

でもどこへでも替えられるわけですから、必ずそういう部分が出てくる。ですから１年、い

わゆる妊娠期間も含めてですね、そういうかたち。これだけはひとつちょっと譲れない線で

あります。性善説に立てばそういうことはないんだろうと思いますけれども、やっぱりそう

ばっかりは言っていられない事態が間違いなく出てくるということでありますので、それは

そういうふうに理解してください。５,０００円相当の部分はそういう方であってもそこへち

ゃんと支給はするということです。よろしくお願いいたします。 

○遠山 力君  そういうねらいということは私もわかるんですけれども、それだったら 1

年なんて長くしないでもうちょっと短くして、たとえばそれをねらいで住所をこちらに移す

という方は、やっぱりもっとずっと短期だと思うんですよね。私はもうずっと性善説ですか

ら、そもそも居ないと思うのです。南魚沼市に家がある方が実家に戻って出産したって、住

所なんて持ってこないわけですから、そういうのもあるわけで性善説から言えば 1 年という

のは長すぎると思うんですが、主旨はわかります。市長の言う主旨はわかるんですけど、そ

れをもうちょっとこうは、ということはもう一回お伺いします。 

○市   長  いわゆる、あまりここでそういう議論はしたくないんですけども。1 年と

したのは、本当は１０カ月でもいいんですね、ある意味では。ここで、南魚沼の地で妊娠の

兆候が出たという部分から、というそういう思いだと思ってください。それは確かに議員お

っしゃったように、５カ月も先にくる人はいないなんてそういうことは全く、さっきの０.１

パーセントよりは相当想定される部分がありますね。ですから、そういうことでありまして、

性善説に立ちたい部分は山々でありますが、いろいろの状況を見ておりますとそういうこと

ばっかりではないわけでありまして、市民の皆さんの税金でありますから、本当にきちんと

した市民の皆さんにお返しするというそういう精神からすれば、とても、今、期間を短縮す

るというところには至らないという判断ですがひとつご理解をいただきたいと思います。 

○和田英夫君  このことになると一言お話をしたいなと思うわけでありまして。昨日、一

昨日の総合計画案でかなり議論して、これで止めようと思ったんですが、またここで出てき

たわけですが。 

やはり市長は、結婚対策は難しいからかなり総合計画の中ではおそらくあると思ったのか、
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あえてこれは削除。少子化対策は載せなくていいのかという、そのへんはわからなかったが、

今回、今日のこの議案を見ると、やはり市長は生まれてきた子についてはそれなりの手当て

はするが、それ以前の難しさがあるし、市がそこまで介入しなくてもいいという考え方がこ

こに一貫して出てきているなというふうに私は思うんですね。 

そこで、あらためて言うまでもなく総合計画のなかでは明らかに推計人口から実質的人口

までどんどん減っていくという数字が出ているわけです。しかし、一番鏡には「自然・人・

産業の和で築く安心のまち」人間貧乏の地域がはたして本当に安心のまちになるでしょうか。

それは、市全体でなくてもいい。たとえば個々の家庭で、やむを得ず老齢化家族だけ、ある

いは単身家族。本当にそういう家庭はやむを得ないが、その家族にとってお年寄りにとって

安心で、確かに若手がいなければある面で静かでいいかもわかりませんけど。 

一般的に安心と言われるかということからして、この子育て以後について私は市長のそれ

を評価しますが、以前の取り組みが弱いということで一昨日も言ったわけですが、またここ

に出てきた。これは気持ちはあるんだと。それはひとつ子育て支援のなかの総合政策で取り

上げるという言い方をしましたし、また反面、今日の議論で広域連合の予算でもそういう関

係も取り組むから十分だと、こういう答弁をなさっている。反面、おそらく冗談だと思うん

ですけれど、生んでみたら失敗だったなんてことを議論のなかで言うこと事態が非常に、考

え方の次元が違うと言ってしまえば議論が進まないわけであります。 

私は、今回のこの議案はある面わかりやすく子育て支援を市として取り組むから、それは

それでいいんです。だとしたら、今度はこれはこれでわかりやすくひとつ条例を定めて、も

うひとつの方の結婚対策、いわゆる総合的な少子化対策・・・ 

○議   長  質疑を簡潔にお願いします。 

○和田英夫君  これはなかなか難しい問題だからそう簡単にはできません。市長、そこで

ね、片一方で簡略化したら、本当に気持ちがあるならひとつ少子化対策という総合的なのを、

子育て支援課でもいいし社会教育課でもいい。これを対案に出しながら総合的に取り組むん

だと。これがなければ、片一方では気持ちがあるけど、片一方では姿が減ってきて、片一方

で。私はこの議案そのものを反対しているのではありませんよ。 

しかも先ほど、お隣の笠原議員がいいことを言う、なるほどなあというふうに私も参考に

なったわけでありますけれど。先般、巻の都合で亡くなった方の届出をしていたら、その隣

が実は婚姻届でおめでとうございますという。なかなか、今のシステムではやむを得ないが、

ご提案のようにね、そういう方々は必ずしも市長室まで来なくても塩沢、大和の分庁舎があ

るわけです。そこでは地域課長、市民課長でもいいがちょっとそのへんで配慮をおくような

姿勢が大事だと思うが、それはそれでいいが。 

総合的な政策と言われましたが、それを早急に打ち出す考えがあるのか。これは子育て支

援課でやっていることですが。 

○市   長  先ほどもふれましたが、広域連合が解散になって、いわゆる基金の部分の

運用を、今度は湯沢町さんとの協議会を作ってやっていかなければならないわけであります
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けれども、そのなかで、今まであれは１００万円前後出して、ふれあいパーティーというこ

とでやっていたわけです。ところが、なかなかやり方も含めて効果が上がりませんので、そ

の部分を今度は協議会のなかでどうしていけばいいのかも含めてきちんと。要は結婚してい

ただいたお祝いの気持ちなんてありますが、結婚してもらわなければならないわけですから、

結婚してもらうためにどういう方法をとればいいかということを、きちんとまた手厚くやっ

ていきたいとそういうことです。 

それは湯沢と一緒の協議会のなかでこれからきちんとしたことをやっていこうと。今まで

どおりだと１００万円の予算あるわけですね。そのための。ただ、それを単にお見合いパー

ティーに使ってだけでいいのか。パーティーそのものももっともっと方法を考えなければ、

なかなか今まで効果が上がってこなかったということですから。そのへんも、それが結婚し

ていただくための出会いを作ったり、結婚するための総合政策的な部分にして出していこう

というということであります。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 第１３４号議案 南魚沼市結婚・出産祝条例の一部改正については原案のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１３４号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  昼食のため休憩といたします。 

 なお、午後の開催は１時からでありますけれども１時から全員協議会を開催し、その後、

本会議に入ります。 

（午前１２時００分） 

○議   長  休憩を閉じて本会議を再開いたします。 

（午後１時４０分） 

○議   長  日程第７３、第１３５号議案 南魚沼市図書館条例の一部改正についてを

議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○社会教育課長  （提案理由の説明を行う） 

○議   長  質疑を行います。 

○関 昭夫君  ６条の関係でちょっとお聞かせをいただきたいと思います。条例上、改正
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案では指定管理者が教育委員会の承認を得ればここで決められている毎週月曜日それとそれ

以外の（２）（３）もそうですが変更できるということらしいですが、現行も月曜日が休みと。

それからここで新たに規定した図書整理期間ですがこれもちょうど今始まったぐらいだと思

います。今回もそうですが学校の休日に重なると。月曜日も振替の場合、ほとんど月曜日が

休日になるというなかでそういうのに配慮ができないものかなと思っておるんです。 

せっかく休みの日、利用したいと思っても図書館の方が閉館しているということでは、子

供もあそこで受験生やなんかも一生懸命使っているようですし、そういう部分ではちょっと

サービスの向上にはつながっていないかなという気がするんですが、配慮ができるかどうか

お聞きをしたいと思います。 

○社会教育課長  まず毎週の月曜日の関係でございますけれども、やはり日曜日等々に利

用しまして、図書の整理的な、結局、返却等々の関係がございましてその整理的なものがあ

ります。若干、月曜日を休館日としながら結局整理をきちんとしながら、よりよく市民にサ

ービスをして提供したいというかたちがあるもんですから、そんななかであんまり向こうへ

行かないで月曜日に即、整理をしたいと。こういうかたちで休館日にしているものでござい

ます。 

それから年に１週間程度のその休館日、今ほどの提案の関係でございますが、今日あたり

から始まってございます。したがって３月の子供たちの休み等々にちょっと若干ひっかかる

面もございますけれども、その点につきましては時期的なものについてちょっと内部で検討

をしたいとこう思っております。 

○関 昭夫君  お願いします。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第１３５号議案 南魚沼市図書館条例の一部改正につい

ては原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１３５号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第７４、第１３６号議案 新潟県塩沢ジャンプ台の管理及び運営に関

する事務の受託について、日程第７５、第１３７号議案 新潟県塩沢ジャンプ台管理条例の

制定について、以上２件を一括議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○社会教育課長  （提案理由の説明を行う） 
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○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  第１３６号議案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第１３６号議案 新潟県塩沢ジャンプ台の管理及び運営

に関する事務の受託については原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１３６号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  第１３７号議案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第１３７号議案 新潟県塩沢ジャンプ台管理条例の制定

については原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１３７号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第７６、第１３８号議案 南魚沼市特別職の職員の給与等に関する条

例の一部改正についてを議題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○総務課長  （提案理由の説明を行う） 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 
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○議   長  採決いたします。第１３８号議案 南魚沼市特別職の職員の給与等に関す

る条例の一部改正ついては原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１３８号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第７７、第１３９号議案 南魚沼市教育委員会教育長の給与、勤務時

間その他の勤務条件に関する条例の一部改正ついてを議題といたします。本案について提案

理由の説明を求めます。 

○総務課長  （提案理由の説明を行う） 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第１３９号議案 南魚沼市教育委員会教育長の給与、勤

務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正については原案のとおり決定することにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１３９号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第７８、第１４０号議案 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議

題といたします。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市   長  （提案理由の説明を行う） 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので討論を省略したいと思

いますがご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を省略いたします。 

○議   長  採決いたします。第１４０号議案 人権擁護委員の候補者の推薦ついて。
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本案は原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員。よって、第１４０号議案は原案のとおり同意することに決定しました。 

○議   長  日程第７９、第１４２号議案 南魚沼市居宅介護支援事業及び介護予防支

援事業に関する条例の制定について、日程第８０、第１４３号議案 南魚沼市介護保険高額

介護サービス費等貸付基金条例の一部改正について、日程第８１、第１４４号議案 南魚沼

市在宅介護支援センター条例の一部改正について、日程第８２、第１４５号議案 南魚沼市

介護保険条例の一部改正について、以上４件を一括議題といたします。本案について提案理

由の説明を求めます。 

○福祉課長  （提案理由の説明を行う） 

○議   長  ４件を一括して質疑を行います。 

○岩野 松君  少しわからないところを詳しく説明していただきたいんですけれども。１

４４号と１４３号の違いなんですけれども、城内病院の介護支援センターは今まで各旧の町

村にあったのをまとめて城内病院の中に１カ所だけという意味と、その包括支援センターと

いうのは各それぞれにあると。１４２号の２条の１と２がそれぞれにあるというのに在宅介

護支援センターは城内だけでいいという見方なのか。それともそこら辺の内容がちょっと内

容的にわかりにくいのでお聞かせください。 

それと介護保険料の改正についての緩和措置ということであげられていますけれども、こ

の緩和措置というのは私どもの市が特例でなくて、こういうふうに値上げする時こうしなさ

いという国の指導というか国のあれによるものであるかどうかもお聞かせください。 

○福祉課長  第１４２号議案の方につきましては、これは先ほど言いましたようにケアマ

ネの業務をやる事業所を定めておりまして、最初の３条第１項のところにつきましては介護

給付。今までやっていた介護の関係のケアマネ業務をやる事業所ということで３カ所。城内

在介センターも引き続きここでやるんだよということです。 

それから次の第２項の地域包括支援センターにつきましては、予防介護の部分のケアマネ

ジメントをやる事業所です。というふうなことで事業所をここにあげさせてもらっていると

いうふうなことですし、それからもひとつ在宅介護支援センターの条例改正で、城内在介だ

け１つ残しましたが、これは各条例で在介センターについては設置しなさいよというふうな

ことになっておりますので、これだけは条例でさしていただきました。 

ただ、包括支援センターの方は本法で決まっているということで、条例制定は要らないと

いわれていますので、在介センターの設置だけはこの条例でさせていただいた。ということ

で事業所を定める条例と、それから設置をする条例というふうなことで使い分けをさせてい

ただいてありますので、よろしくお願いしたいと思います。説明を終わりますがわかりまし

たでしょうか。 

○議   長  １８番、わかりましたか。 

○岩野 松君  はい。 
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○福祉課長  あと保険料の緩和措置につきましては、国が示した内容でやっております。

以上でございます。 

○中沢俊一君  １点だけちょっとこれは質疑にはなりませんけれども。旧六日町時代です

が居宅介護をしている所帯には年額で多分５万円だったか、町の方から支援金が出ておりま

した。合併協議の中で確かこれはもう廃止ということになったと思っていますけれども、私

は自分の同級生がこの間、親を見送りまして、居宅介護をしておりました。せめてその本人

の保険料に該当する分ぐらいは、在宅で介護している人には何らかのその措置があれば、気

持ちとして納得できるんだがな、というようなことがありました。この財政の厳しいなか今

はどうかしても、そういうふうな考えが出てこないかどうかちょっと聞かせてくれませんか。 

○福祉課長  家族介護者手当てにつきましては、塩沢町の方でもやっていまして、塩沢町

１７年度は５万円ずつ支払いさせていただいたと思いますし、南魚沼市の方もちょっとすみ

ませんが３万円にさせていただいてやらせていただきました。１８年度も引き続きちょっと

額については検討はあるかもしれませんが、引き続きやらせていただくようなかたちで準備

をしておりますのでよろしくお願いします。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  第１４２号議案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第１４２号議案 南魚沼市居宅介護支援事業及び介護予

防支援事業に関する条例の制定については原案のとおり決定することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１４２号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  第１４３号議案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第１４３号議案 南魚沼市介護保険高額介護サービス費

等貸付基金条例の一部改正については原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１４３号議案は原案のとおり可決されました。 
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○議   長  第１４４号議案に対する討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第１４４号議案 南魚沼市在宅介護支援センター条例の

一部改正については原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１４４号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  第１４５号議案に対する討論を行います。 

○笛木信治君  第１４５号議案 南魚沼市介護保険条例の一部改正について反対討論をい

たします。料金改定の部分についてであります。予算でも議論をし批判をしてまいりました。

本条例においてこの料金が制定されるわけでありますが、ご承知のように向こう３年間の介

護費１２７億円とみて計算をしているわけですから、この料金は介護保険の仕組みからして

こうしたことにならざるを得ないということは理解できるわけであります。が、ご承知のよ

うに被保険者からしますと利用料も特養ホームのホテルコスト代、あるいはショートステイ

からデーサービスに至るまでの食事代が自己負担となる、というように利用料、その負担が

増えております。 

しかもこの度の税制改正によって料金の段階も１段階も２段階も上がる人があるというこ

とであります。こうしたことにさすがに国も緩和措置を設けておりますが、これも３年間と

いうことですからあと２年、ほとんど私はこれが被保険者の――ないよりはいいかもしれま

せんが、たいして役に立つものではないというふうに考えております。 

市におきましても全くそうした軽減措置をとっていないというふうには言いませんが。こ

うした状況のなかで市のこの料金に対する配慮、やはり高齢化が進むなかでそのサービス体

系のなかで、もちろん介護の量も複雑多岐に亘っていますから経費もかかることはわかりま

す。が、やはり被保険者の今の状況を考えてこの保険料の負担軽減あるいは利用料の負担軽

減ということについて、もっともっとやっぱり具体的に施策を講ずるべきであるというふう

に考えております。この条例にはそうした点がありませんので反対をするものであります。

以上。 

○議   長  ほかに討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第１４５号議案 南魚沼市介護保険条例の一部改正につ

いて、本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

 起立多数。よって、１４５号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第８３、１４６号議案 南魚沼市収入役の選任ついてを議題といたし

ます。本案について提案理由の説明を求めます。 

○市   長  （提案理由の説明を行う） 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  お諮りいたします。本案は人事案件でありますので討論を省略したいと思

いますがご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を省略いたします。 

○議   長  採決いたします。第１４６号議案 南魚沼市収入役の選任ついて、本案は

原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員。よって、第１４６号議案は原案のとおり同意することに決定しました。 

○議   長  日程第８４、第１４７号議案 新潟県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の増減及び規約の変更についてを議題といたします。本案について提案理由の

説明を求めます。 

○総務課長  （提案理由の説明を行う） 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第１４７号議案 新潟県市町村総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の増減及び規約の変更についてについては原案のとおり決定することにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。よって、第１４７号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  ここで休憩といたします。休憩後の再開は２時５０分といたします。 

（午後２時３０分） 

○議   長  休憩を閉じて本会議を再開いたします。 

（午後２時５０分） 

○議   長  日程第８５、発議第２号 地方切り捨てをせず、住民の安全と安心を守る

公的機関の役割を重視し、住民のサービス向上を求める意見書の提出についてを議題といた

します。事務局長の朗読を求めます。 

○事務局長  （朗読を行う。） 

○議   長  本案について提出者の説明を求めます。 

○岩野 松君  （提案理由の説明を行う。） 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。発議第２号 地方切り捨てをせず、住民の安全と安心を

守る公的機関の役割を重視し、住民のサービス向上を求める意見書の提出については原案の

とおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」「反対」の声あり） 

 反対の声がありますので、起立による採決を行います。本案は原案のとおり決定すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立少数。よって、発議第２号は否決されました。 

○議   長  日程第８６、発議第３号 関税引き下げとミニマム・アクセス米の拡大を

許さず、食料自給率向上と地域農業の振興を求める意見書の提出についてを議題といたしま

す。事務局長の朗読を求めます。 

○事務局長  （朗読を行う。） 

○議   長  本案について提出者の説明を求めます。 

○笛木信治君  （提案理由の説明を行う。） 

○議   長  質疑を行います。 
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（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。まず、原案に反対の方の発言を許します。 

○駒形正博君  見識を疑われている産業建設委員の１人でありますが、見識が疑われてい

るのが晴れるかどうかちょっと自信がありませんけれども。私のこうした意見書についての

考え方をいったん述べさせていただきます。 

この意見書については平成５年細川内閣がＷＴＯを締結して以来こういう問題ができたわ

けです。それから以来１０年、この問題を意見書としてわれらが支持する政府自民党にあげ

てきました。しかし世界と約束したことが優先され、なかなか我々の意見書の内容に沿った

政策をとっていただけない、というのが現状であります。私もそうしたなかで、この意見書

はすでに政府自民党では我々が何を求めているか十分認識していると思っております。 

そうした中で私は笛木議員それから岩野議員を個人的に恨むところはございませんが、こ

のお二人には政策集団日本共産党という誰とも一致をしない政治信念を持った団体がついて

おります。先輩からも先輩議員からも共産党の意見書に、自分たちが賛成をして一様に意見

書をあげようとするなと度々言われてきたわけです。今回この意見書の内容が十分政府に伝

わっていると判断しております。提案者はやっぱり意見が一致すれば誰でもいいじゃないか

というような２２番議員の意見もありましたが、やはりこうした意見書が出てくる時に、陳

情者が誰であるいは請願者が誰で、そして紹介議員は誰だと。このメンバーによって意見書

の内容を見るとともにその意見書を提出あるいは紹介する議員によっても、賛成する、しな

いの大きなポイントとして私は考えております。 

この度はそういう考え方から、結局こうして共産党が意見書をあげてくる、そうしてわれ

われが採択すると、先には今度は南魚沼市議会議長の名前で中央に自分たちの考えを伝えて

いこうとしている。大変最近は巧みになっております。そうしたことを１件でも許したくな

いということで、もしこの意見書をあげるんであったら我々から自ら意見書をあげて採択し

ていこうじゃありませんか、今後は。共産党のあげた意見書は中身が正しいからといって共

産党の意見が中央に我々を介して意見がいくと、このシステムは私は絶対許しがたいという

ことから、この意見書に反対していただくよう強くお願い申し上げまして反対討論終わりま

す。 

○議   長  次に賛成者の意見を求めます。討論を求めます。 

○今井久美君  私はこの発議に賛成の立場で討論を行います。今ほど反対者の意見があり

ました。また先ほどの請願のなかでもいろいろ議論がありました。しかし私はこの農業、ま

して稲作についてはどんな提出者であろうが、私はこの魚沼コシを産業として抱えている南

魚沼市の議会は党派を越えてこれは守らなければならないことについては断じて通す。小泉

総理が言おうが泉田知事が言おうが、あこの市は稲作については党派を超えて一本化だと。
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そういう姿勢を今後も貫いていかないかぎり、価格も下がっていく魚沼コシ、特にこの稲作

について守りきれないと、私はそう確信しています。いろいろな政治の方向には違いがある

と思います。もちろん私と日本共産党とも大きな違いがあります。ただこの稲作については

一致団結すべきであると、私は強く確信を持っております。どうか皆さんの賢明な判断をお

願いするところであります。 

○議   長  ほかに討論は。反対討論。 

○関 常幸君  本議案に反対の立場で討論に参加いたします。昨日、黒岩代議士の結婚お

祝い会に出席いたしました。家に帰り早々おやじが「お前は自民党だろう」と「なぜ民主党

の会に出席をしたのだ」とおやじから政治家としての姿勢を教えられました。私は本議案の

内容の中身と同等に、提出者の政治姿勢が大事だと思います。そういうことから今回の意見

書内容については十分理解いたしますが、私と政治的なイデオロギー、政治的な姿勢のあり

方が違うわけでありますので反対をいたします。ぜひみなさんの賛同をお願いいたします。 

○議   長  ほかに。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。発議第３号 関税引き下げとミニマム・アクセス米の拡

大を許さず、食料自給率向上と地域農業の振興を求める意見書の提出について、本案は原案

のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数。よって発議第３号は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第８７、発議第４号 「豪雪それ自体災害である」という認識を国に

強く求めるとともに除雪経費の軽減措置を求める意見書の提出についてを議題といたします。

事務局長の朗読を求めます。局長。 

○事務局長  （朗読を行う。） 

○議   長  本案について提出者の説明を求めます。 

○笠原喜一郎君  （提案理由の説明を行う。） 

○議   長  質疑を行います。 

○関 常幸君  雪国に住む全ての私どものために除雪経費に対して助成ができる仕組みを

国からどうしても作ってもらいたい、そういう視点から質問させていただきます。意見書を

出すことが目的でないわけですから、このことを達成させるには私ども南魚沼市の市議会だ

けでなく隣の湯沢町、魚沼市、津南町、十日町市と連携していくことが私は大切で不可欠と

思います。ことを焦る必要はないと思います。 

そして昨日の新潟日報の「私の視点」に十日町の市会議員の方が「雪の恵みに感謝」とい

う投稿をなされています。スキー場関係者、商工業関係者、一般市民そして高齢者や青年、
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年齢層によって豪雪、大雪に対する考え方や思いは微妙にいや、大きく違うと思います。こ

の意見書の趣旨に対しての異論はないわけでありますが、雪国に住む私たちにとって雪は生

活、暮らしの一部です。そのことからも近隣市町村と一体となって提出することが大切です

のでそのことについて質問をしたいと思います。 

○笠原喜一郎君  お答えをいたします。このことについては今議会のなかで市長も現行法

では不備である、という認識を答弁をされております。議会は議会の立場で、また、市長は

市長会等そういう場があるわけですので、いろいろな立場のなかでやっていけばいいと、私

はそう思っております。 

○関 常幸君  ある会合である代議士もこの投稿については褒めておりましたし、ぜひそ

うしなくちゃいけない。そうであればあるこそ私は私どもだけではこのことは通らないと思

うわけです。ぜひ例えばどうしても私はほかの議会の皆さんと歩調をあわせていく、そのこ

とが目的であることを達成をされると思っております。 

確かに今言われましたように市長会は市長会でそうやっていく。何も私どもがここだけで

やると私はまず無理ではないかと思いますので、ほかの議会と連携する必要があると思いま

す。もう一度そのことについて質問をして質問を終わります。 

○笠原喜一郎君  いろいろな考え方があるかと思います。しかし私はこのことが意見書を

提出したからといってすぐに全てがそのことが実現をできるというふうには思っておりませ

ん。しかし、政治というのは少しでも一歩でも前に行くための努力を私はすべきだろうと思

っております。 

今の関さんの話であれば揃わなければやらないということなんです。そうではなくてまず

自分が一歩前に出る、そのことによって動きが出てくる。私はそれを期待をしております。

それが市長でありまた議長はそういういろんな立場でやれるわけですから。まず今、我々が

やらなければならないのは、この大雪の中で市民が感じている気持ちを議会としてどういう

ふうに一歩前に出るか。そこだと思っております。 

（「議長、終わりと言いましたが再々質問」の声あり） 

○関 常幸君  その思いは一緒なんです。それで私も最初に言いましたように、これをど

うしても作ってもらいたいという視点に立った時に、もし立場が逆になった時はいろんな議

会とかいろんな構成員がいるわけでありますので、スタートが私は大事だと思うんです。そ

ういう意味から同じ土俵の中で、同じなかでスタートした方が、よりこのことは達成できる

んではないかというふうなことで。考えは起こすことが大事だといいましたけれども、起こ

しかたを間違えるとあとは取り返しがつかないという行動の型もあるわけでございますので。

ということで質問をさせていただいておるわけでありますので以上です。 

○笠原喜一郎君  考え方の違いになるかと思いますけれども、私は十分に考えて行動する

よりも、まず一歩前に出ると走りながらお互いが考えていく。私はそのことでいいかと思っ

ておりますので提出をぜひさせていただきたいと思っております。 

○駒形正博君  発議案３号の続きみたいになりますが、この賛成者に笛木信治さんも加わ
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えております。私はこうした意見が時たま合えば合う時だけ、共産党ととも組んででも意見

書をあげていいんだという認識があるのか。非常に政治理念をどのように考えておるのか。

そこがちょっと疑わしいんですが今後もこういうことが続くのかどうか。 

少なくも２２番議員と共産党より、私は近い考えを持っていると思っています。そうした

ものに賛成を求めなくて、こうした方々に賛成者になってもらって、ここで借りておけばど

こかで返さなければならない。そういう関係を作り続けていくのか、その政治理念をお伺い

したい。この内容ではなくて。 

○笠原喜一郎君  この意見書は議運の場で提出をさしていただきまして、そして各クラブ

に持ち帰って議論をして、１７日の議運の時にこの意見書に対して賛成者を募ったうえであ

ります。つつじクラブは賛成をしません。提出者に賛成者に名を連ねませんということでし

たのでここには名前が載っておりません。 

それからじゃあ共産党は、とう話がありますけれども、私はわずか３０人のこの議場で市

民は、そんなイデオロギーの対立を求めているとは私は思っておりません。市民のためにこ

の３０人の議員が、あるいはこの議会がどういうふうなことをやってくれるんだと。これだ

けの豪雪のなかでこの切ない気持ちを議会としてどういうふうに行動に起こすかという、私

はその１点だろうというふうに思っておりますので、どなたが賛成をしていただこうが、私

はいいと思っております。 

○駒形正博君  そうした考えが自然に笠原議員の心が腐食されているのではないか。そう

いう事でもありませんが、例えば今つつじクラブもほかのクラブも賛成ではなかったという

ことであれば、自分と同じ考え方を持っている皆さんと歩調を合わせて、この提出する時期

を相談するとか、例えばこれから中越議長会、北信越議長会があります。そうしたところに

南魚沼市議会議長が南魚沼議会ではこういうことが心配されていると。一緒に意見書を提出

させてくださいと、同意してくださいということをお断りしてから、ただ南魚沼市単独で。

先ほど６番議員も言いましたが、やっぱり団結をして同じ雪の災害にあった皆さんと一緒に

なってスタートから歩調を合わせて、南魚沼市に先を越されたというような意識にならない

ように、そこを控えるべきではなかったかということを思うんですが、ご意見をお伺いしま

す。 

○笠原喜一郎君  考え方の違いということになろうかと思いますけれども、私はこのこと

を南魚沼市議会が提出をしたからといって、よその市議会がおもしろくないというか先を越

されたとかという、私はそんな小さい考えではないと思っております。みんな同じ気持ちで

すよ。この雪に対する苦しみ、なんとかしてくれという気持ちは。 

それをこういう意見書にして出すということ、それはやっぱり私は市民はみんな求めてい

ると思います。私は先ほど６番議員にも言いましたけれども、それは揃えていくことがいい

かもわかりません。しかし市長は市長会の立場がありますし、また議長は議長会という立場

があります。 

しかし一歩前に出すと。この議会でこれを議決をして出すということになれば、議長も議
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長会に行って話をされるわけですし、市長も市長会やあるいは国に行って話ができるわけで

す。この意見書が通らなければ、それは話ができないわけでありますので、私はまず一歩前

に出ると、そういう思いでご賛同をお願いしたいと思っています。 

○駒形正博君  この考えは同じだと、まさにそのとおりですが。やっぱり１月２１日です

か南魚沼市議会市議会議員、笠原喜一郎でおおむねこれと同じような記事が載ったわけで、

すばらしい意見の発想を持った人だなと私も感心しました。でもどうして自分の南魚沼市議

会の笠原喜一郎というのが、新潟日報を取っていれば新潟県中の人が知っているわけですよ。

その時、よその市議会議員の方は知りませんが、私個人はおもしくないなと思いました。こ

ういうのを出す前になんで相談してくれないんだと。 

ですから皆さんがそのように大きな気持ちの議長さんばっかりならいいんですが、これか

ら南魚沼市議会議長が中越議長会、北信越議長会に、これを不採択になんかなれば、持って

行かれなくなる。これを採択してしまうと今言ったように、手前ばっかり一人で何やってい

るんだと、言われる可能性がある。 

笠原議員、今度、南魚沼市議会議長としてなかなか自分で採択をしてからよその市議会に

同意してくれという言い方になるわけですから、私は非常にやりにくいなと思うんですけれ

ども、その辺はどういうお考えをお持ちでしょうか。 

○笠原喜一郎君  なかなか理解をしてもらえなくて残念に思いますけれども。私はそいう

ことでなくて、やはり市民がこの豪雪に対してどういう気持ちでいたかと、そのことだけな

んです。そのことだけです。その思いを我々が。今まで私は９年間、議員をさせてもらいま

したけれども、自分で意見書を書いたというのは初めてなんです。みんな今までは請願陳情

で上から降りてきたものに対して出していただけなんです。この意見書だけは本当にここで

暮らしている、あるいはこの雪国で暮らしているみんなの気持ちであると思って私は提出を

させていただきました。 

ですからそういう私の行動に対して非があるということであれば私はお詫びをいたします

けれども、気持ちを、市民の気持ちを代弁をしてぜひ意見書を出させていただきたい。県か

らも頑張っていただきたいと。その意見書を国と県に出させていただきたいということであ

ります。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。反対討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

ないようですので賛成討論を許します。 

○笛木信治君  発議第４号 「豪雪それ自体災害である」という認識を国に強く求めるこ

ととした除雪経費の軽減措置を求める意見書の提出について賛成の討論をいたします。 

豪雪それ自体で災害であるというこの認識。これがまさに今私は日本の中央政府あるいは



 - 44 -

県においても、ないとは言わないが希薄であると思うんです。この意見書の中核となるとこ

ろですが、我々は考えてみましてもこの南魚の谷にいつ頃から人間が住み始めたか私よく知

りませんが、何百年という間この豪雪の中で我々の祖先が進言してきたわけです。鈴木牧之

が「北越雪譜」をあらわして豪雪を広めましたが、本当に我々の祖先はこの豪雪についてそ

こで頑張ってきて訴えてきたわけです。 

私はいまだにそのことがきちっと認識されていないということに、はがゆい思いがします。

そういう意味でもこの意見書は非常に重要であると考えております。提案者の説明にあった

ように、現行法では個人の財産についてこれを救済するということになっておりません。災

害救助法では障害物の排除というような規定があるだけでありますから、はなはだ不十分で

あります。本意見書が求める税制の減免措置、当然のことであります。 

これもしかし融雪屋根の油代の経費とか、そうした新しい時代のものに対応しきれていな

い。除雪費については控除になるが融雪、屋根融雪の油代については控除にならないという

ような方手落ちのところもあるわけであります。こういうところも是正を求めていくという

内容であります。 

そうした意見書に大賛成でありますが、せっかく出てきたので先ほど来から議論されてお

ります党派のことについて。私はここに名前を連ねておることをお気に召さない方もあるよ

うで。すみません、ひとこと言わせてもらいます。 

私は笠原議員が何党に所属するのか全く知りません。私は自民党であろうが民主党であろ

うがいいと思っています。私は自民党や民主党、他党を批判する場合にその党が悪いという

ふうには考えません。その党が行う政策について批判するわけですから。で、その党がいい

ことをやれば当然のことながら一緒に行動します。戦います。これは当然のことです。これ

は民主主義のいろはです。皆さんはその民主主義のいろはを否定しているわけですか。共産

党だから駄目だということそういうことになりますよ。 

そういうことでは私は南魚沼市議会の良識が疑われると思います。やはりその内容につい

て何を今言わんとしているのか、何をやろうとしているのか。そこを見極めてそこでの議論

をすべきです。 

その提案者が賛成者が共産党員であるとかないとか。そんなことを議論するなんて本当に

私は遅れていると思います。それこそカビの生えた反共理論だと思います。そういうことは

おやめになって、堂々と中身で議論をする、そういう議会にしていただきたいと思います。

以上です。 

○議   長  ほかに討論ございますか。賛成討論。 

○阿部久夫君  発議第４号 「豪雪それ自体災害である」という認識を国に強く求めると

ともに除雪経費の軽減措置を求める意見書の提出について、賛成する立場で討論させていた

だきます。 

私は選ばれた１人でございます。今回の市議会議員の選挙によって当選させていただいて、

市民の皆さんの大きな声をやはりこういった議会の場で、自分なりに思ったことを、また自
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分が思っていることを正直な気持ちで発言することが私は大切だと思っています。 

私はこういう会派のことは正直言って初めてでありますが、会派は別としましても今回の

この大雪に対しては、大勢の方がやはりこの雪が降って大変だと。経費がかかって大変だと

いう声は、常々私の耳に聞こえてきます。確かに雪は降らないより降った方が経済効果は十

分あります。しかし今回の豪雪に対しては未曾有の大豪雪と言われ、多くの方が亡くなり、

また多くの人がこういった経費のことで家庭のなかでも大変難儀をしていると。それが実態

でございます。 

そうしたことは南魚沼市としても、やはり市民の皆さんの気持ちをくんで、意見書を提出

して。滅多に、来年はまた雪の状況はわかりません。しかし今年は１８年豪雪といわれた年

でもあります。そういう時こそひとつの意見書を提出することは、私は大切ではないかと思

っています。 

こうしたひとつの意見書を提出することは、私は市民のためにも、南魚沼市の議会はきち

んと対応をやっているんだということがひとつ求められるんではないかと思っております。

そういった気持ちでこの意見書に対しては、私は賛成の立場で討論させていただきました。 

○牛木芳雄君  賛成ということで。私はこの意見書の提出に賛成という立場で討論に参加

をさせてもらいました。先ほどイデオロギー、あるいは政党間の考えの違い、議論があった

わけです。けれども私は市民の感覚ということでこの意見書をぜひ通して、それぞれのとこ

ろにあげていただきたい。こういうことであります。 

提出者は先ほども話がありましたように、この発言の内容とほぼ同じものが１月２１日の

新聞に載りました。投書をして載りました。その後、同じ議会人としての私のところにも何

件か意見がありました。ということは投稿した本人には、多分電話が鳴り止まないほど意見

がいったんではないかというふうに思っています。この意見の多くは、「よく書いてくれた、

よく言ってくれた」こういうことでありました。それだけ市民の皆さんがこの大雪に難儀を

しておったんだと、私はそういうふうに受け取りましたし、そのように思いました。「何とか

してくれ」こういうことでありました。 

今までの住民は、この雪国の住民は大雪あるいは豪雪、これはもう仕方のないものだとい

うふうに雪国の宿命として、ともすると仕方のないものだというふうに諦めていたのではな

いかと言うふうに思っているわけであります。しかし雪はちょうどよく降ってくれれば、こ

れはこの地域にそれなりの利益をもたらすものでありますし、いいものであります。情緒も

あります。しかしこれが量が過ぎると、こういう災害というふうになるわけであります。 

今年は先ほども出ましたように未曾有の大豪雪であります。今まで私たちが経験をしたこ

とのなかったような大豪雪であるわけであります。まさに、まさに災害であります。同じ新

潟県に住んでいても積雪のない地域も沢山あるわけであります。同じことでも全国的にみて

も圧倒的に人間が住んでいる地域では、積雪のないところが多いわけであります。そういう

ところで政治が行われている。政治をする方々が身をもって体験をしない。私はここに大き

な原因があるというふうに思います。体で感じていないからであります。 
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今この南魚沼市は地盤沈下が大変な問題となっているわけです。これはやはり積雪、雪に

よる地下水の汲み上げ等が原因であるということはあきらかであります。この地下水に替わ

る代替の消雪の方法、これがききとして進まないのも、私はこの雪。雪害。これを災害と認

めないところに私は大きな原因があるのではないか、このように思っています。やはり本意

見書で書いてありますように、豪雪それ自体がやはり災害であります。これをやはりきちっ

と認識をしていただく。大切なことではないかと思います。 

この豪雪控除等のことを言いますと、例えば南国の地域、あるいは沖縄の地域では台風の

常習地はどうなるんだとか、あるいは北海道のごく寒い地域、極寒冷地についてはどうなの

か。こういう議論が多分でてくると思うんですけれども。しかしその地域に足を下ろして住

んでいる人間がいるわけでありますから、こういういわば条件の不利地域にそこにいて生活

をしている人間がいるわけでありますから、こういう人たちを何らかの方法で手を差し伸べ

るのが政治の力ではないかというふうに思っています。 

したがって私はこの意見書はぜひとも皆様方から賛成をしてもらって、私たちの住むこの

地域の意見を大きな声で中央あるいは県にあげていただきたい。豪雪は災害だと、こういう

認識を持っていただきたい。このことを強く申し上げて本意見書に議員各位から大勢の皆様

方から賛成をしていただくことをお願いを申し上げ、討論に参加させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議   長  討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。発議第４号 「豪雪それ自体災害である」という認識を

国に強く求めるとともに除雪経費の軽減措置を求める意見書の提出については、原案のとお

り決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」「異議あり」の声あり） 

○議   長  反対の声がありますので起立による採決を行います。本案は原案のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立多数。よって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第８８、発議第５号 住民に身近な社会保険行政は自治体で実施する

ことを求める意見書の提出についてを議題といたします。事務局長の朗読を求めます。 

○事務局長  （朗読を行う。） 

○議   長  本案について提出者の説明を求めます。 

○和田英夫君  （提案理由の説明を行う。） 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 



 - 47 -

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。発議第５号 住民に身近な社会保険行政は自治体で実施

することを求める意見書の提出については原案のとおり決定することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」「異議あり」の声あり。） 

 反対の声がありますので、起立による採決を行います。本案は原案のとおり決定すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立少数。よって、発議第５号は否決されました。 

○議   長  日程第８９、発議第６号 地方議会議員年金制度の廃止を求める意見書の

提出についてを議題といたします。事務局長の朗読を求めます。 

○事務局長  （朗読を行う。） 

○議   長  本案について提出者の説明を求めます。 

○関 昭夫君  （提案理由の説明を行う。） 

○議   長  質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。まず反対討論から。 

○笛木信治君  発議第６号 地方議会議員年金制度の廃止を求める意見書の提出について

反対の討論をいたします。関議員の発議、私は決してパフォーマンスだとは思いません。正

義感に基づく正々堂々としたものだとは思いますが、じゃあ議員が年金がいらないかという

と私はそうではないと思います。国会議員の年金は廃止されました。これがきちんと整理が

つくまでには５０数年かかるといわれています。しかし国費を７割も８割もつぎ込むような

そうした年金制度はやはり批判されるべきであります。改正されるべきであります。地方議

員においても同じであります。 

しかしながら私はこの議会議員に挑戦する方々が、それまで例えば会社勤めをしている、

役所勤めをしている厚生年金をかけていた、共済年金をかけていたという人が、それをやめ

て議員に挑戦をしてくる、国民年金になるわけです。国民年金で皆さん老後を暮らせますか。
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私は今、６９歳ですから国民年金もらっています。月４万８,０００円です。とてもこれでは

暮らしていけませんね。 

若い皆さんがやっぱり議会に挑戦するということになれば、厚生年金なり共済年金ぐらい

のものはきちんと補償してやると。年金でこれを補償するということがなければならないと

思います。私はそうした意味においてこの年金制度、改革すべき点はあると思いますが、廃

止するという意見には組みせないものであります。以上であります。 

○議   長  次に賛成者の討論を求めます。 

○宮田俊之君  私は発議第６号に賛成の立場で討論に参加させていただきます。まず始め

に申し上げたいことは、私自身も昨年１０月末まで旧塩沢町で町民として安心して生活をし

ていたということです。これは行政が健全に住民に向けて施されていた恩恵であると考えま

す。この安心の生活には諸先輩議員各位の努力が大きいものと考えており、私は感謝をして

おりますし尊敬もしております。この尊敬の念をもってこの度の議員年金制度の廃止につい

て考えており、相互扶助の観点からは大切な制度だと思っております。 

しかし今後、地方議員の定数が削減の方向であり、支える分母が少なくなることは明白で

あります。私が一番問題と思うことは関議員の提案にもありましたが、自分たちの報酬だけ

でこの年金制度が維持されていれば何も問題ないと思います。これに行政が付け足しており

ます我々で言えばひと月３万１,５００円、これが３０名分、月に９０万円付け足される。年

間にしましたら１,０００万円以上が必要となってくる。これでは当南魚沼市が財政健全化計

画を進めているなかでもあり、この問題は議会自らが解決しなければならない問題だと私は

考えます。 

私はこの議員年金制度の抜本的な見直しが必要と考え、この度の発議に賛成いたしました。

私はこの制度につきましては、当議会だけで決められる問題ではないことは承知しておりま

す。しかし市長をはじめ、職員、議員も一丸となって財政健全化に取り組んでいくなかで、

市民に対しても理解を求める観点から私たち議員がもう一歩踏み込んで、議員年金制度の廃

止に目を向けているんだ、という強いメッセージを内外に示せる絶好のチャンスだと考えま

す。 

私は議員になったばかりでまだ半年も経っておりませんが、私と同じく議席前列に座られ

ている皆様に特に申し上げます。ご自分の支援者のなかにもっと年金を沢山もらえとか年金

がもらえるまで続けろという支援者がおりましたでしょうか。ぜひご自分の支援者の顔を思

い浮かべていただき、胸を張って説明できるように採択に臨んでいただきたいと思います。 

この議員年金制度の問題は政策ではなく、議員一人一人の考え方、姿勢だと私は考えます。

より多くの方の賛成をお願いして討論といたします。先ほど笠原議員がおっしゃられました、

まずは第一歩を南魚沼市が踏み出そう、走りながら考えていきましょうと。大変私はすばら

しい言葉だと思いました。ぜひとも皆様の賢明な賛成での意見をお願いいたします。以上で

討論を終わります。 

○議   長  ほかに討論は。 
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○若井達男君  私はこの発議第６号 地方議会議員年金制度の廃止を求める意見書の提出

ということについては、反対をいたします。そういうことで反対討論をさせていただきます。 

昨年の１０月２６日、全国共済会が開催されました。この共済会の会長は藤沢市の全国市

議会議長の国松誠さんです。ここで何が行われたかということは、一言でいうならば簡単な

んです。この議員共済年金は我々市議会が一丸となって堅持をしていかなくてはならないと。

それが決意されておるんです。そしてこの地方議会議員年金制度については昨年の７月から、

これは皆さんのところにそのまとまりが出ていると思いますが、年金制度検討会、地方議会

議員年金制度検討会が昨年の６月より計６回にわたりこの検討会の意見をまとめたものが、

この２月２２日付で皆さんのところに配られております。これは全文が入っております。 

しかしそうしたなかに謳っていることは、この地方議会議員の年金制度は国会議員の年金

制度とは違うんですよと。国会議員の年金はこれは国庫負担をもって恩給方式をとっている

んですよと。そして国自らが支給をしておるんですよと。私たち議員年金は先ほども前者の

笛木議員の方からもお話がありました。地方議員に対しての年金制度はこれは昭和３７年に

自らの議員退職後の生活の安定、地位の安定ということで発足しております。そしてこの運

営形態、性格そのものも全てが違うんです。 

先ほど言いましたように国会議員互助会はこれは国の負担金で国が直接出す。しかし私ど

ものものはこれは共済会なんです。自分方がお金を出し合って共済会をすると。そしてこの

見直しは向こう２０年間きちっとしたその上の３０年、４０年は極めて難しい状況にあると。

しかし２０年間はきちんとした見直しをしたなかでやっていくことによって、今の２万４,０

００人の会員が４万８,０００人の受給者会員を支えられると。それについてはそれぞれ方法

も前文で皆さん読んでおられることだと思います。これをやることによって私どもの議員と

しての退職後の生活の安定、これはきれいなことは言っていられないんです。そういうこと

が保障されるんです。 

そして今１点がやはりこれも笛木議員の方からお話があったかと思いますが、今、受給を

されている、そういった方を私たちはやはり支えていかなくてはならない。これは議員年金

にかかわらず国民年金、厚生年金、これらをとって年金の一元化はどの時点にくるかは別と

いたしまして、やはり同じ問題なんです。自分たちは金をたくさん出しているから、大変な

んだから、ということではないんです。今現在に私たちは受給者を支えていかなくちゃなら

ないんです。そういった大きな使命、役割を持っております。 

話せばこれは私も３時間ぐらいかけないとやはり皆さんがよくわかったということにはな

らないと思いますが、以上をもちましてこの意見書提出には反対をいたします。大勢の皆さ

んのご賛同をお願いいたします。 

○議   長  ほかに討論は。 

（「なし」の声あり） 

討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。発議第６号 地方議会議員年金の廃止を求める意見書の

提出について、本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

起立少数。よって、発議第６号は否決されました。 

○議   長  日程第９０、発議第７号 南魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部改正ついてを議題といたします。事務局長の朗読を求めます。 

○事務局長  （朗読を行う。） 

○議   長  本案について提出者の説明を求めます。 

○若井達男君  （提案理由の説明を行う。） 

○議   長  質疑を行います。 

○今井久美君  それでは確認いたしますが、本発議の提出理由は財政健全化に協力をする

とこういう理由でしょうか。 

○若井達男君  それもあります。私ども議会として先ほども意見書の取り扱い等について

様々な意見が出ております。一番やはり目線となる有権者市民の目線、そういったものを考

えた時、少しでもこの事務局長が説明しました１人当たりにして１６万何千円かになりまし

ょうか、これらが３０人の１年掛けるまた３年ということになるということは、大きな財政

健全化対策に対しての、私どもとしての使命が果たせるということを考えています。 

○牧野 晶君  内容について私は賛成という考えなんですけれども。提出者についてちょ

っとお聞きしたいのが基本的な姿勢について。議運の委員長ということでここに提出者にな

られたのかなという思いがあるんですけれど、下げるのに関して議員が議会側提案で出して

く、発議していくという姿勢を私はいいなと思うんです。じゃあ逆にあげる時に、市長側提

案でというふうな考えがないように、やっぱりあげる時も議員が、あげる時は市長にお任せ

というのじゃなくて、そういうふうな考えを持っていっていただきたいと思うんですが、そ

の点のお答えをいただきたいと思います。 

○若井達男君  牧野議員、本当にごもっともだと思います。しかしながら私どもの議員報

酬は議員報酬審議会というものが存在しております。やはりそちらに委ねたなかで、その場

合に外から少しでも私どもの意図するところを審議委員会に汲んでいただくようなことは、

場合によってはあってもいいんじゃないかというふうに、個人的には考えています。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、質疑を終わります。 

○議   長  討論を行います。まず反対討論。 

○今井久美君  私は本発議に反対の立場で討論を行います。長かった３月議会の最後の議

案ですから文句なしに通してということがあるかと思います。ただ私はこの問題について昨

年の選挙戦のなかでもずっと訴えてきたことですので、どうしても譲るわけにはいかない。



 - 51 -

そういう考えで反対の理由を申し上げます。 

先ほども年金のなかで話が出ていましたが、私は昨年の選挙戦の中で議員専業に挑戦する

と。また私のように政治を志す人が、若い人が議員をやっていけるような環境整備を作るこ

とに努力すると。そう訴えて多くの支持者から心配もしていただきました。「お前そんなこと

言って大丈夫なのか」と。「たかだかあのくらいの金でお前やっていかんねがだぞ。村のつき

あい、あのつきあい、いろいろあって仕事なんか辞めて、そんなことはできないがだぞ」と

ずいぶん心配していただきました。 

ただ私はそうやってやっていく、専業でやっていく議員もこれからは必要だと。そう訴え

て多くの方から支持を得た、なかには反対の方もあったと思います。そんなことで「よし、

その心意気に賛同だ」という声も各地で多くいただきました。また昨年の１２月議会のなか

でも、議会制度改革に対する意見書を全員で議決して提出しております。その意見書につい

ては、全国最多の４１０の議決を持ってあがっていったと。市議会旬報のなかで報じていま

す。その意見書の中身についても議員が専業化しつつあると謳っております。私はまさに訴

えてきたことがそのとおりだと確信をしております。 

またもう１点反対の理由のなかで今ほど確認をさせていただきましたとおり、財政健全化

に寄与するためだとこういう返答がありました。私は議会はすでに昨年から、この財政健全

化に大きな目標をぶつけて、実施しているというふうに確信をしております。昨年の３月議

会で日当返上を決め、また９月議会で定数を今の３０に定め、予算審議のなかでも４０パー

セントをカットし、日当返上で６００万円を削減しているとそういう予算審議をしたはずで

す。 

終わりのない話です。職員、三役がやったから、じゃあ我々もと。私はそう考えるわけで

す。ずっとこの問題が出てから日報で報じられる各市の議員、三役の審議会の報告を私は見

てきました。ほとんどが議員については据え置きです。１カ所、三条市役所だけです。審議

会がダウンを命じたのは。時代はそういうふうに専業化の道も選びつつあると、私は市民は

そうとらえていると思っております。 

もし財政健全化に寄与する、本当のためにやるのであれば、これは議会の問題ですから議

員の中で次の選挙には定数を削減して大きくこの報酬を寄与する。また今現在の５パーセン

トをさらに割り込んだ３分の１、３分の２をカットして財政健全化に寄与する。そのぐらい

大胆な方針が必要なのじゃないかと私は思っております。そして当然、私の訴えている専業

化は成り立ちませんから、公選で選ばれる我々はその訴えのなかで議員が専業化であるべき

か、昔のような名誉職であるべきか、それをまた選挙民に問うとそういう必要もあると思い

ます。 

つい先ごろに六日町工業クラブの主宰で行われました市町村崩壊という、いわき市の市長

さんの講演がありました。あの本のなかで市長、議員は無報酬で働くと最後の締めくくりは

そんなことで終わっております。これは私も先日、市民の方から言われたんですが、よその

国じゃ市長や議員は無報酬らしいじゃないかと。確かにイタリアあの辺、本の中の資料のに
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はそう書いてあります。それは民主主義の生い立ちがおのおの違うので、即この日本に当て

はまるものだとは思いませんが、いわゆるそういうものも存在するということで、ああいう

ものが書かれているんだろうと思います。それはものの考え方です。日本には日本独自のま

たやり方があるし、この南魚沼市には南魚沼市独自の議会の制度があってしかるべきだろう

とこう考えております。 

そういった理由で私は２点について反対を申したいと思って討論をしています。ぜひ賢明

なる最後の議案ですので、ご判断をいただいて賛同を願いたいとこう思っております。 

○議   長  次に賛成者の発言を許します。 

（「なし」の声あり） 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。発議第７号 南魚沼市議会議員の報酬及び費用弁償等に

関する条例の一部改正ついて、本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

起立多数。よって、発議第７号は原案のとおり可決されました。 

○議   長  日程第９１、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。議会運

営委員長より議会運営について、三常任委員長より所管事務について会議規則第１０４条の

規定によってお手元に配付のとおり閉会中の継続調査について申出があります。 

○議   長  お諮りいたします。各委員長から申出のとおり閉会中の継続調査をするこ

とにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、委員長から申出のとおり閉会中の継続調査をすることに決

定しました。 

○議   長  以上で本定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。ここで収入

役から退任のあいさつを、また井上大和病院事務長、小田島企画情報課長からそれぞれ退職

のあいさつの発言を求められておるのでこれを許します。まず、収入役からお願いいたしま

す。 

○戸田収入役  （あいさつを行う。）（拍手） 

○井上大和病院事務長  （あいさつを行う。）（拍手） 

○小田島企画情報課長  （あいさつを行う。）（拍手） 

○議   長  ここで局長より発言を求められておりますのでそれを許します。 

○事務局長  本日、勧奨退職される３名の方がそれぞれご都合があって欠席をしておりま

す。簡単な共通コメントをお預かりしておりますのでちょっと読み上げさしていただきます。

関 会計課長でございますが、今月８日から入院中ということで。あるいは林市民課長につ
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きましては今日は通院治療ということで欠席でございます。また桑原水道課長につきまして

も葬儀のためそれぞれ欠席をしたということで、「議会を欠席したことにつきまして大変申し

訳なかった」ということをコメントしておりました。 

関さん、林さんにつきましては特に病気の関係で大変なご苦労をされたわけでございます

が、「人間健康でなければ何事もだめだとつくづく思い知らされました」ということで話をし

ておられました。またそれぞれ３人の方々がこの度、一身上の都合ということで退職をさせ

ていただくことになりました。「議員の皆様につきましては健康にご留意の上、南魚沼市発展

のためにご活躍いただきますようにお願いを申し上げます」ということでございます。「大変

長い間、お世話になりましてありがとうございました」ということでございます。簡単なコ

メントでございますが、以上紹介をさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

○議   長  （あいさつを行う。）（拍手） 

○議   長  これをもって平成１８年３月南魚沼市議会定例会を閉会といたします。大

変長い間、ご苦労さまでした。 

（午後４時５０分） 

 

 

 


